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令和６年度 

 

研 修 計 画 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

福岡自治研修センターシンボルマーク 
 
福岡自治研修センター   福岡県職員研修所と福岡県市町村職員研修所の併設によ

り昭和６３年に誕生した施設全体の総称 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ふくおかの〈ふ〉をモチーフに人間がより高い理想をつかむデザインとなっています。 
さらに、研修所＝ｉｎｓｔｉｔｕｔｅの頭文字〈ｉ〉を中心に、研修所の理念として掲げている 
創造＝Ｃｒｅａｔｉｏｎ、自律＝Ａｕｔｏｎｏｍｙ、協調＝Ｈａｒｍｏｎｙの頭文字で構成されています。 



 



                                                    

 
 

福岡県市町村職員研修所基本方針 
 

人材育成の主体は市町村であり、組織のそれぞれの職場の所属長がその責務を担っています。 

福岡県市町村職員研修所は、このことを念頭に置きながら、集合研修所という立場で市町村

と連携して調査研究を行い、職員の専門的・実践的な能力の向上を図るだけでなく、人材育成

に関する情報を提供していく役割を担っていきます。また、全体の奉仕者としての倫理観や責

任感、人権意識の高揚を図り、基本理念に掲げる行政人の育成を目指します。 

 

《基本理念》 

 創造性豊かな行政人        Creation 

  時代の変化を的確に把握し、行政課題の発見と必要な政策立案に創造性を発揮し、前例や

慣例にとらわれることなく、日々新たな仕事や課題に果敢に挑戦する、前向きで創造性豊か

な行政人の育成を目指します。 

 自律性の高い行政人        Autonomy 

  地域の特性と固有の資源を生かし、個性あるまちづくりを進めるために常に自己啓発に努

め、住民の視点と幅広い経営的視野を持ち、自ら創意工夫に励む自主・自律性の高い行政人

の育成を目指します。 

 協調性に富んだ行政人       H a r m o n y 

様々な分野での幅広い交流を通し、職員としての個性・能力を磨き、共通の組織目標の実

現に向けて、異なる個性を生かし得る協調性に富んだ行政人の育成を目指します。 

 

〈事業体系〉 

研修所事業は、「研修事業」と「連携事業」の２つの事業で構成します。 

 

 1 研修事業 

研修事業は、目的に応じて「階層別研修」「選択研修」「課題研究」「特別研修」の４つに

分類し実施します。加えて、研修を通して市町村間のネットワーク形成に繋げます。詳細

は各年度の研修実施計画において明示します。 

 

2 連携事業 

連携事業は、市町村への「研修に係る財政支援」「情報提供」等に分類します。詳細は各

年度の研修実施計画において明示します。 
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〈実施体制〉 

当研修所は、市町村をはじめとした関係団体等と連携し、調査研究を行い、市町村がも

つニーズを捉えた研修所事業を実施します。 

1 市町村との連携 

市町村との意見交換を通して、人材育成等の状況や課題を聴収し、研修所事業への反映

を検討します。 

 

２ 研修実施計画検討会議 

各地域を代表する市町村の研修担当係長等を検討委員に委嘱し、当会議で意見を得なが

ら、研修所事業の企画立案を行います。 

 

３ 福岡県市町村職員研修運営協議会 

各地域を代表する市町村の研修担当課長等で組織された当協議会で研修所事業を審議し、

研修実施計画を策定します。 

 

４ 他団体との連携 

福岡県内外に関わらず他団体と連携し、全国的な情勢や取り組みを踏まえ、事業の検討

を行います。 

 

実施体制図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

以上、基本方針に基づき、福岡県市町村職員研修所を運営していきます。 

福岡県市町村 

職員研修所 
 

 

 

 

 

 

 

 
市町村 

 
 
 

福岡県 
職員研修所 

研修事業 

連携事業 

福岡県市町
村職員研修 
運営協議会 

研修実施計
画検討会議 

人材育成

事業 

その他団体 
 
○他都道府県 
研修所 

○市町村職員中央 

研修所（JAMP） 
○全国市町村国際文化

研修所(JIAM) 
 

など 
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Ⅱ 令和６年度研修実施計画

 

福岡県市町村職員研修規則第１１条に基づき、令和６年度の研修の実施計画を、以下のとおり定めます。 

  

１ 基本事項 

福岡県市町村職員研修所は、「福岡県市町村職員研修所基本方針」に基づき、市町村職員の人材育成を総合的

に支援する研修所として、市町村とともに研修所事業（研修事業、連携事業）に取り組みます。 

 

２ 主な取り組み 

（１）研修内容の充実 

ア 階層別研修については、年度途中の新規採用職員が増加している市町村の状況を踏まえ、新規採用職員

研修（前期）を、年度の後半に追加で実施します。また、年度の終盤に実施していた再任用職員研修は、

役職定年制度の開始を踏まえ、原則として当該年度 61 歳の方を対象としたセカンドキャリア研修とし

て、年度の前半に実施します。 

  選択研修については、市町村のニーズの変化に対応したカリキュラムの見直しを行い、さらなる内容の

充実を図ります。 

イ 対面による講義との効果に大きな差異が生じないと思われる研修については、オンライン研修を実施し

ます。 

ウ 宿泊研修を基本とし、夕食交流会を実施して、仲間づくりのきっかけを提供します。 

（２） 市町村への財政支援 

ア 市町村職員中央研修所(ＪＡＭＰ)、全国市町村国際文化研修所(ＪＩＡＭ)が実施する研修への受講に対

して、引き続き補助金を交付します。 

イ 人材育成に係る研修助成金については、組織内研修の経費助成だけでなく、民間の研修団体への派遣に

係る参加費も助成対象として引き続き実施し、より多くの市町村に活用してもらえるよう研修の企画・

立案の支援や講師情報の提供に努めます。 

 

３ 研修の体系及び概要 

（１）研修体系 

研修体系は、「階層別研修」「選択研修」「政策課題研究」「特別研修」の４つのカテゴリーで構成します。 

なお、「選択研修」は習得する能力ごとに分類します。 

（２）研修の概要 

① 階層別研修 

各職位の就任期及び採用７年以下の職員に重点を置き、必要な知識・能力の習得ができるようにしています。 

また、階層別研修では原則として、人権学習を実施します。 

■新規採用職員対象研修 

職務に必要な基礎的知識・技能の習得とともに、対人関係能力と接遇の向上に重点を置いて、前期、後期 

で実施します。 
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■一般職員対象研修 

採用後３～７年の職員を対象に課題発見及び解決能力などの政策執行能力の向上を目的に実施します。 

■新任係長対象研修 

監督者としての役割を認識し、必要なマネジメント能力、人材育成能力の向上を目指して実施します。 

■新任課長対象研修 

管理者としての役割を認識し、必要なマネジメント能力、行政経営能力の向上を目指して実施します。 

■現任課長研修 

経験を積んだ課長職としての役割を認識し、必要なマネジメント能力向上を目指し、自部署の使命を改め

て再認識します。 

■部長対象研修 

部長級としての役割を認識し、必要なマネジメント能力向上を目指し、自部署の使命を改めて再認識します。 

■セカンドキャリア研修 

組織で求められる役割を認識し、これまでの知識や経験を活かし、現役職員のロールモデルを目指します。 

② 選択研修 

各市町村がそれぞれの人材育成基本方針に基づき職員の能力開発ができるよう、また、職員がより高度な専

門知識を習得できるよう実施します。「法務能力研修」「職務能力研修」「実務能力研修」の３つの柱を立て、

多様な研修課目を設定しています。 

■法務能力研修 

法的知識の習得、政策法務を中心に法務能力向上を目指します。 

■職務能力研修 

個人や組織において職務を迅速かつ効率的に遂行するための技能習得や問題解決能力、コミュニケーション

能力の向上を目指します。 

■実務能力研修 

業務を遂行するにあたり必要な知識の習得を目指します。 

 ③ 政策課題研究 

市町村が直面する課題について先進事例や専門家に学び、政策形成に役立てます。 

④ 特別研修 

現在の行政課題に焦点を当てた研修や、市町村の研修ニーズに対応した研修を行います。 

 ⑤ 相互受入研修 

県と市町村の交流を図るとともに、研修参加の機会を拡大するため、福岡県職員研修所と相互に研修生を受

け入れ実施します。 
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４ 研修体系図
＊太字は再開研修等、太字二重線は名称変更、黒抜きは新規研修

階層別研修 新規採用職員研修（前期）「新卒者」、新規採用職員研修（前期）「社会人経験者」

新規採用職員研修（後期）
一般職員研修
新任係長研修
新任課長研修
現任課長研修
部長研修
セカンドキャリア研修研

修
所
研
修

選択研修 法務能力研修

政策法務入門研修、法制執務基礎研修、
情報公開・個人情報保護研修、地方自治法研修

職務能力研修

相互受入研修 （福岡県職員研修所と相互実施）

クレーム対応基礎研修、ハードクレーム対応研修、
自分も相手も大切にするコミュニケーション能力向上研修、
コーチング研修、OJT研修（一般職員向け）、OJT研修（管理監督者向け）、
カウンセリング・マインド養成研修、ハラスメント防止研修、
リーダーのためのレジリエンス研修、
管理監督者のためのメンタルヘルス研修、リスクマネジメント研修
ヒューマンエラー防止研修、交渉力研修、
会議進行・協働促進のスキル向上研修、分かりやすい説明の仕方研修
タイムマネジメント研修、伝わるデザイン術研修、問題解決能力向上研修、
政策形成研修、議会答弁作成研修、自治体職員のナッジ研修、

実務能力研修

市町村民税研修、固定資産税（土地）研修、固定資産税（家屋）研修、
税徴収事務新任者研修、税徴収事務実務者研修、
使用料等の債権回収事務研修、複式簿記研修、地方公会計研修、
契約事務研修、給与事務新任者研修、研修企画担当者研修、
採用試験面接官の面接力アップ研修、広報紙作成力向上研修

政策課題研究 政策課題研究「F-labo(エフラボ）」

特別研修 市町村長特別セミナー、課題別セミナー

新規採用職員研修（前期）「追加分」

セルフマネジメント向上研修

秘書実務基礎研修
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新規採用職員研修（前期）「新卒者」 2 泊 3 日 54 8 432 24

新規採用職員研修（前期）「社会人経験者」 2 泊 3 日 54 4 216 12

新規採用職員研修（前期）「追加分」 2 泊 3 日 54 1 54 3 新規

新規採用職員研修（後期） 1 泊 2 日 54 13 702 26

一般職員研修 1 泊 2 日 54 8 432 16

新任係長研修 1 泊 2 日 54 7 378 14

新任課長研修 1 泊 2 日 54 4 216 8

現任課長研修（町村職員） 1 日 54 1 54 1

部長研修（市職員） 1 日 54 1 54 1

セカンドキャリア研修 1 日 54 3 162 3 旧称：再任用職員研修

小計 － 50 2,700 108

政策法務入門研修～政策法務とは何かがわかる！～ 1 泊 2 日 54 1 54 2 旧称：政策法務研修（入門編）

法制執務基礎研修 1 泊 2 日 54 2 108 4

情報公開・個人情報保護研修 1 泊 2 日 80 1 80 2

地方自治法研修 1 泊 2 日 60 1 60 2 隔年開催

クレーム対応基礎研修 1 日 56 1 56 1

ハードクレーム対応研修 1 日 48 1 48 1

自分も相手も大切にするコミュニケーション能力向上研修 1 泊 2 日 48 1 48 2

コーチング研修 1 泊 2 日 54 1 54 2

ＯＪＴ研修(一般職員向け) 1 日 48 1 48 1 オンライン研修

ＯＪＴ研修(管理監督者向け) 1 日 48 1 48 1 オンライン研修

カウンセリング・マインド養成研修～職場で活きるカウンセリングの心構え～ 1 泊 2 日 48 1 48 2

ハラスメント防止研修 1 日 42 1 42 1

リーダーのためのレジリエンス研修 1 日 42 1 42 1

管理監督者のためのメンタルヘルス研修～組織のメンタルヘルスマネジメントを学ぶ～ 1 日 48 1 48 1

リスクマネジメント研修 1 日 48 1 48 1

ヒューマンエラー防止研修～ヒューマンエラーを防止する職場環境づくりとコミュニケーション手法～ 1 日 54 2 108 2

交渉力研修 1 日 48 2 96 2

会議進行・協働促進のスキル向上研修～ファシリテーションスキル～ 1 日 48 1 48 1

分かりやすい説明の仕方研修 1 日 42 1 42 1

タイムマネジメント研修 1 日 54 1 54 1

伝わるデザイン術研修 1 日 60 1 60 1

問題解決能力向上研修 1 泊 2 日 54 1 54 2

政策形成研修 1 泊 2 日 24 1 24 2

議会答弁作成研修 1 日 42 1 42 1

自治体職員のナッジ研修 1 日 54 1 54 1

セルフマネジメント向上研修～自分の存在価値を確認しよう～ 1 日 48 1 48 1 新規

市町村民税研修 1 泊 2 日 48 2 96 4

固定資産税（土地）研修 1 泊 2 日 54 1 54 2

固定資産税（家屋）研修 1 泊 2 日 54 1 54 2

税徴収事務新任者研修 2 日 60 1 60 2 オンライン研修

税徴収事務実務者研修 1 泊 2 日 48 1 48 2

使用料等の債権回収事務研修 1 泊 2 日 60 1 60 2

複式簿記研修 2 泊 3 日 60 1 60 3

地方公会計研修 1 泊 2 日 54 1 54 2 隔年開催

契約事務研修 1 泊 2 日 60 1 60 2

給与事務新任者研修 1 日 60 1 60 1

研修企画担当者研修 1 日 48 1 48 1

採用試験面接官の面接力アップ研修 1 日 42 1 42 1

広報紙作成力向上研修 1 日 60 1 60 1

秘書実務基礎研修 1 日 48 1 48 1 新規

小計 － 44 2,266 65

1 泊 2 日 12 4

1 日 12 5

小計 － 7 12 9

市町村長特別セミナー 1 日 100 1 100 1

課題別セミナーA 1 日 50 1 50 1

課題別セミナーB 1 日 50 1 50 1

課題別セミナーC 1 日 50 1 50 1

小計 － 4 250 4

－ 105 5,228 186合計 －

政
策
課
題

研
究

政策課題研究〈Ｆ－ｌａｂｏ〉 7 12

－

特
別
研
修

－

階
層
別
研
修

－

選
択
研
修

法
務
能
力
研
修

職
務
能
力
研
修

実
務
能
力
研
修

－

５　研修実施計画総括表

研修課程 日程
予定
人員

回数
延予定
人員

延日数 備考
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６　研修日程計画表
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月

申込期限

4

月
2月29日

新採前期①
【新卒者】

新採前期③
【新卒者】

新採前期⑤
【新卒者】

新採前期②
【新卒者】

新採前期④
【新卒者】

新採前期⑥
【新卒者】

新採前期④
【社会人経験者】

給与
新任

F-labo
①

6

月
4月30日一般① 一般②

広報
作成

採用
面接

5

月
3月31日

秘書
実務

セカンド

キャリア

①

新採前期⑦
【新卒者】

新採前期①
【社会人経験者】

セカンド

キャリア

②

セカンド

キャリア

③

新採前期③
【社会人経験者】

新採前期⑧
【新卒者】

一般③ 一般④
税徴収新任
（オンライン）

契約事務

研修
企画

OJT
（管監）

（ｵﾝﾗｲﾝ）

OJT
（一般）

（ｵﾝﾗｲﾝ）

F-labo
②

新採前期②
【社会人経験者】

5月31日

一般⑤ 一般⑥ 一般⑦ 一般⑧ 課長① 係長①
ト

ッ
プ

セ

ミ

ナ
ー

課長
②

係長②

議会
答弁

F-labo
③

係長③ 複式簿記

8

月

交渉力

①

交渉力

② 税徴収実務
固定資産税

（土地）
現任
課長

部長

7

月

課長③ 係長⑤ 政策法務 係長⑦
固定資産税

（家屋）

複式
簿記

6月30日

課長
②

課長④ 係長④ 係長⑥ 法制執務①

10

月
8月31日

新採後期⑩ 新採後期⑬
使用料等
債権回収

コーチング

9

月
7月31日

新採後期① 新採後期④ 新採後期⑦
新採前期
【追加分】

新採後期② 新採後期⑤ 新採後期⑧
カウンセリング

マインド

リーダー

レジリ

エンス

法制
執務
②

新採後期⑪
クレーム

基礎

新採後期⑫
F-labo

④

公会計 新採後期③ 新採後期⑥ 新採後期⑨

管理

監督者

メンタル

F-labo
⑤

令和

7年

1

月

タイム
マネジ
メント

情報公開・
個人情報保護

12

月
10月31日

コミュニケーション

能力向上

説明
の

仕方
政策形成

11

月
9月30日

法制
執務
②

ハード

クレーム
リスク 市町村民税① 市町村民税②

ハラス
メント
防止

会議
進行

地方自治法

11月30日
セルフ
マネジ
メント

問題解決
能力向上

ナッジ

F-labo

⑥

デザ
イン術

ヒュー

マン

エラー①

ヒュー

マン

エラー②

2

月

F-labo

⑦

3

月
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■形　式　  ： グループ

研修情報

公務員倫理 信頼される公務員としての倫理観を理解し、職員の義務と責任について学ぶ。

■対象者　 ： 新規採用職員（採用後１年未満の職員で公務員経験者を除き、社会人経験3年未満の者）

■募集人数： 各回５４人

■日　程　  ： ２泊３日

内容

地方自治のしくみや地方自治制度の基本原則について学ぶ。

地方公務員の服務、責任など基本的な事項を定めた法律を学ぶ。

オンデマンド配信

社会人としての接遇とマナー

組織と仕事

自立した社会人としての自覚を醸成し、ビジネスマナーを身につける。

組織の一員としての意識を確立し、組織内での仕事の進め方や仕事に対する
姿勢を理解する。

地方自治法

地方公務員法

人権学習 身近な人権を正しく認識し、公務員としての人権意識を高める。

はじめてのメンタルヘルス

概要

内容

ストレスとは何かを知り、個人のストレスチェックを行う。またストレス対処法を
学習し、自分自身でメンタルヘルスをコントロールできるように促す。

講義

７　研修課程別科目計画

　階層別研修

新規採用職員研修（前期）「新卒者」

・自治体職員としての心構えや職務に必要な基礎知識・技能を習得する。

目的
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■募集人数： 各回５４人

■日　程　  ： ２泊３日

■形　式　  ： グループ

人権学習 身近な人権を正しく認識し、公務員としての人権意識を高める。

研修情報

■対象者　 ： 新規採用職員（採用後１年未満の職員で公務員経験者を除き、社会人経験が3年以上ある者）

社会人としての接遇とマナー 自立した社会人としての自覚を再確認し、ビジネスマナーを再度身につける。

組織と仕事
これまでの職務経験を振り返り、これからの組織で経験をどう生かし、仕事を
進めるか考え、即戦力となることを自覚する。

オンデマンド配信 内容

地方自治法 地方自治のしくみや地方自治制度の基本原則について学ぶ。

地方公務員法 地方公務員の服務、責任など基本的な事項を定めた法律を学ぶ。

概要

階層別研修

新規採用職員研修（前期）「社会人経験者」

公務員倫理 信頼される公務員としての倫理観を理解し、職員の義務と責任について学ぶ。

はじめてのメンタルヘルス
ストレスとは何かを知り、個人のストレスチェックを行う。またストレス対処法を
学習し、自分自身でメンタルヘルスをコントロールできるように促す。

目的

・自治体職員としての心構えや職務に必要な基礎知識・技能を習得する。
・これまでの職務経験を活かして、新たな組織で即戦力となることを意識づける。

講義 内容
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概要

階層別研修

新規採用職員研修（前期）「追加分」

目的

・自治体職員としての心構えや職務に必要な基礎知識・技能を習得する。

講義 内容

公務員倫理 信頼される公務員としての倫理観を理解し、職員の義務と責任について学ぶ。

はじめてのメンタルヘルス
ストレスとは何かを知り、個人のストレスチェックを行う。またストレス対処法を
学習し、自分自身でメンタルヘルスをコントロールできるように促す。

人権学習 身近な人権を正しく認識し、公務員としての人権意識を高める。

社会人としての接遇とマナー 自立した社会人としての自覚を醸成し、ビジネスマナーを身につける。

組織と仕事
組織の一員としての意識を確立し、組織内での仕事の進め方や仕事に対する
姿勢を理解する。

オンデマンド配信 内容

地方自治法 地方自治のしくみや地方自治制度の基本原則について学ぶ。

地方公務員法 地方公務員の服務、責任など基本的な事項を定めた法律を学ぶ。

研修情報

■対象者　 ： 年度途中に採用された新規採用職員

■募集人数： 各回５４人

■日　程　  ： ２泊３日

■形　式　  ： グループ

（注）本研修は新規採用職員研修（前期）「新卒者」「社会人経験者」と同様の内容です。
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研修情報

■対象者　 ： 新規採用職員（原則、新規採用職員研修（前期）修了者）

■募集人数： 各回54人

■日　程　  ： １泊２日

■形　式　  ： グループ

講義 内容

レジリエンス
心を健康に保つために必要なレジリエンスを学ぶ。また、周囲との良好な人間
関係を築きながら自分の能力を発揮する心の土台を育む。

仕事の工夫と改善
仕事を改善するための視点や方法について認識し、職務遂行や政策形成の基
礎となる問題解決能力の向上を図る。

概要

階層別研修

新規採用職員研修（後期）

目的

・自治体職員としての心がまえを再確認する。
・実務を経験した上で、職務遂行に必要な知識を習得するとともに、日常業務の改善方法を習得し、行政運営に貢献
できる能力を養う。
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研修情報

■対象者　 ： 採用後３年目から７年目の職員（係長級以上を除く）

■募集人数： 各回５４人

■日　程　  ： １泊２日

■形　式　  ： グループ

フォロワーシップ
チーム（職場）における自分の役割を認識し、チームワークに必要な考え方やコ
ミュニケーション方法を学ぶことで、自分自身だけでなく組織全体の仕事効率
を高めるスキルを身に付ける。

講義 内容

人権学習
多様化する人権問題に対する正しい理解と認識を深め、人権意識を養い育て
る。

タイムマネジメント
タイムマネジメントとは何かから学び、優先順位の考え方・タスクリストの作成
等、実践的なタイムマネジメントの技法を身に付ける。

概要

階層別研修

一般職員研修

目的

・これまでの実務を振り返り、自身の業務の効率化を図る。
・組織のために協働する意識と、チームワーク力の向上に繋げる。
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研修情報

■対象者　 ： 新任係長（昇任後1年未満の係長）

■募集人数： 各回５４人

■日　程　  ： １泊２日

■形　式　  ： グループ

講義 内容

人権学習（オンデマンド配信） 今日の人権・部落問題を題材に、人権課題への対応のプロセスを理解する。

部下指導とコミュニケーション
部下育成に必要な考え方やコミュニケーション方法を学び、自分自身だけでな
く組織全体が成長するアプローチ手法を身につける。

マネジメント
監督職に必要とされるマネジメントの基本知識を習得し、実務として取り組め
るようにする。

概要

階層別研修

新任係長研修

目的

・チームを率いていくリーダーとしての役割を理解し、心理的に安全な職場づくりに必要なコミュニケーション能力の
向上に繋げる。
・チームの仕事を管理・改善する能力を身につける。
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研修情報

■対象者　 ： 新任課長（昇任後１年未満の課長）

■募集人数： 各回５４人

■日　程　  ： １泊２日

■形　式　  ： グループ

階層別研修

新任課長研修

講義 内容

人権学習（オンデマンド配信）
世の中が多様化する中で、大きく変わりつつある「人権」について、行政職員と
してどう向き合うべきかを考える。

目的

・管理職としての役割を理解し、組織の成果と人材育成について学ぶ。
・組織活性化のために必要なマネジメント能力、人材育成能力の向上を図る。

前例踏襲、経路依存症に陥ることなく、戦略的・仮想思考能力を管理職自身が
養い、組織を牽引していくための方策を習得する。また、エビデンスとは何かを
理解し、さまざまなエビデンスの種類、収集方法を学ぶ。

管理職のためのEBPM推進とロ
ジックモデルの活用

管理職のマネジメント

概要

管理職に求められるマネジメントの基本を正しく理解し、人を活かすことの重
要性を認識する。また、マネジメントを効果的に進めていくために欠かせない
影響力のあり方を学び、周りから信頼を得るために人間力を磨くための手法を
学ぶ。
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■対象者　 ： 課長相当職昇任後4年以上の職員（令和２～４年度開催「部長研修」の参加者は除く）

■募集人数： ５４人

■日　程　  ： １日

■形　式　  ： グループ

働き方改革の本質
部下が働き甲斐を持ち、働きやすい職場づくりのために求められる現任課長級
の役割を学ぶ。

研修情報

部下の業務遂行支援のマネジメント
課長級・係長級のマネジメントのあり方を学び、またその支援の仕方を具体的
に習得する。

人材と職場のマネジメント
現任課長級に求められる部下の成長支援のあり方とそのための具体的手法を
学ぶ。

講義 内容

現任課長級のマネジメント これからの時代に求められるマネジメントのあり方を学ぶ。

人間力を高める
現任課長級に求められる人間力とは何かを知り、周りによい影響力を発揮する
ための考え方とそのための手法を学ぶ。

概要

階層別研修

現任課長研修（町村職員）

目的

・今、地方自治体が置かれている状況を自治体の存在価値を高めるチャンスとして捉え、地域の様々な住民や団体な
どと協働して新しい価値を創造していくための『人間力』あるマネジメントとリーダーシップの向上を図る。
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研修情報

■対象者　 ： 部長級の職員

■募集人数： ５４人

■日　程　  ： １日

■形　式　  ： グループ

人材と職場のマネジメント
部長級に求められる部下の成長支援のあり方とそのための具体的手法を学
ぶ。

部下の業務遂行支援のマネジメント
課長級・係長級のマネジメントのあり方を学び、またその支援の仕方を具体的
に習得する。

働き方改革の本質
部下が働き甲斐を持ち、働きやすい職場づくりのために求められる部長級の役
割を学ぶ。

講義 内容

部長級のマネジメント これからの時代に求められるマネジメントのあり方を学ぶ。

人間力を高める
部長級に求められる人間力とは何かを知り、周りによい影響力を発揮するため
の考え方とそのための手法を学ぶ。

概要

階層別研修

部長研修（市職員）

目的

・今、地方自治体が置かれている状況を自治体の存在価値を高めるチャンスとして捉え、地域の様々な住民や団体な
どと協働して新しい価値を創造していくための『人間力』あるマネジメントとリーダーシップの向上を図る。
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講義 内容

自治体環境と定年延長制度について
住民ニーズの多様化や高度化、職員減少時代の到来など、激動する自治体環境
を概観し、定年延長制度の意義と必要性を再認識する。

職場での新たな立場と役割

長い職員生活で培った自分が持っているキャリア資産を再認識し、それを新た
な職場や立場でどのように活かし、後進に伝えていくかについて、その方法を
考え、新たな立場でいきいきと働くキャリアライフのために必要な知恵やスキ
ルを習得する。

研修情報

■対象者　 ： 原則として当該年度に61歳になる職員

■募集人数： 各回５４人

■日　程　  ： １日

■形　式　  ： グループ

概要

階層別研修

セカンドキャリア研修

目的

・役職定年者あるいは再任用職員として、組織の中での自身の新たな立場と役割を再認識する。
・新たな心構えを醸成し、自らのモチベーションを高めるとともに後進の手本となるための働き方を考える。
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■形　式　  ： スクール・グループ

選択研修（法務能力研修）

３.法律と条例の関係

５．法令文の表現

法制執務（法制度の事務を執行するためのルール）の知識を習得・実践するた
めに、法制度の概要や法令の立案・解釈・運用上のルールを講義で確認し、実
務で活用する。

■日　程　  ： １泊2日

法制執務基礎研修

目的

・法制執務に関する知識を学び、条例・規則等の作成に活かす。

概要

講義 内容

4.法令の形式及び構成

６．一部改正

研修情報

■募集人数： 各回54人

■対象者　 ： 受講を希望する職員

講義 内容

１.政策法務の意味

２.法の趣旨・目的 政策法務能力は、地方自治体職員に求められている能力の一つであり、この
研修では、普段法制事務に携わっていない職員にもわかりやすく解説を行い、
政策法務とはなにかを学ぶ。
また、実際に簡易な条例を作ってみることで、政策法務についての理解を深
め、実務に活かせるようにする。

1.法制執務とは

２.法令の種類

3.法秩序維持の原則

４.政策法務と日本国憲法

５.条例をまずは作ってみよう

研修情報

■対象者　 ： 受講を希望する職員

■募集人数： 54人

■日　程　  ： １泊２日

■形　式　  ： スクール・グループ

概要

選択研修（法務能力研修）

政策法務入門研修
～政策法務とは何かがわかる！～

目的

・政策実現に向けた制度や仕組みをつくるための法的基礎能力を養成する。
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■募集人数： 60人

■日　程　  ： １泊2日

■形　式　  ： グループ

研修情報

■対象者　 ： 受講を希望する職員

２．地方公共団体の機関・権能 地方分権改革の流れや地方自治の本旨、法律による行政の
原理を理解することで、地方自治の枠組みを基礎付けてい
る理念や制度を習得し、地方自治制度の全体像について認
識を深める。

１．地方公共団体の種類

地方自治法研修

目的

・地方自治体の事務を適正に行うために必要な地方自治法の理念や制度を知り、実務での運用やつながりを理解す
る。

概要

内容講義

４．住民の権利義務

５．住民等からの不服申立手段

３．地方公共団体の事務分類

選択研修（法務能力研修）

講義 内容

1．個人情報とは何か

令和３年個人情報保護法改正（令和５年４月施行）を受け、法改正の内容と自
治体実務等への影響について理解を深めるとともに、情報公開については最
近の裁判事例に触れながら、一般的な問題点を知り、運用の参考とする。

２．個人情報の取り扱い

３．開示・訂正・利用停止請求

４．情報公開制度の目的

５．公文書の開示義務

研修情報

■対象者　 ： 受講を希望する職員

■募集人数： 8０人

■日　程　  ： １泊２日

■形　式　  ： スクール

概要

選択研修（法務能力研修）

情報公開・個人情報保護研修

目的

・情報公開・個人情報保護制度について、その法的仕組みと運用に関する基礎力の養成を図る。
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■日　程　  ： 1日

■形　式　  ： スクール

4.クレームに強い組織づくり

研修情報

■対象者　 ： 係長級以上の職員

1.クレームの基礎知識

2.クレーム対応の心構え

3.ハードクレーム対応の技法

管理監督者として注意すべき点、組織としての対応方法を確立するために、
行政サービスにおけるクレーム対応の基本を再確認し、ハードクレームかどうか
の見極め方法と具体的な対応スキルを習得する。

■募集人数： 48人

ハードクレーム対応研修

目的

・不当要求等のクレームを組織的に対応するための基礎知識や技能を習得する。
・各職場における対応マニュアル・体系図の作成に活用する。

概要

講義 内容

選択研修（職務能力研修）

講義 内容

1．クレームの一般的傾向

クレームの本質的な意味とメリットを理解し、クレーム対応の基本的な流れとテ
クニックを習得することで、自信をもってクレームに対応できる力をつける。

2．クレームの初期対応

3．様々なクレームへの対応

4．クレームを活かす情報の共有

研修情報

■対象者　 ： 一般職員

■募集人数： ５６人

■日　程　  ： １日

■形　式　  ： スクール

概要

選択研修（職務能力研修）

クレーム対応基礎研修

目的

・クレームに対する基本的な心構えや対応方法を習得する。
・クレームを業務に活かすスキルを習得し、住民サービス向上を図る。
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■募集人数： 54人

■日　程　  ： 1泊2日

■形　式　  ： グループ

研修情報

■対象者　 ： 主査級以上の職員

目的

・自己の対人スタンスの理解と省察を行う。
・相手を尊重しながら適切な方法で自己表現をするコミュニケーション方法を学ぶ。

選択研修（職務能力研修）

講義 内容

1．自他尊重のコミュニケーションとは

コミュニケーションの基本と自分の対人スタンスを理解し、相手に配慮しながら
自分の意見を伝えるアサーティブコミュニケーション手法を、ワークを通して体
験的に習得する。

2．相互理解と尊重を深める

3．アサーティブコミュニケーションと心理的安全性

4．聴く力トレーニング

研修情報

■対象者　 ： 受講を希望する職員

■募集人数： 48人

■日　程　  ： １泊2日

内容講義

概要

選択研修（職務能力研修）

自分も相手も大切にする
コミュニケーション能力向上研修

■形　式　  ： グループ

コーチング研修

目的

・部下や後輩一人ひとりの自発的な行動を促し、個々の能力を引き出すスキルを学ぶ。
・組織目標達成に向けた活力のある人材育成につなげる。
・自己理解と他者理解を深め、相互の信頼関係を築き心理的安全を醸成できるチームを作る。

概要

コーチングとは何か、その変遷を知り、現在の手法を学ぶ。
また、ロールプレイングとワークショップを通して知識を深め、職
場ですぐに実践できるコミュニケーションスキルの習得を目指
す。

1.コーチングの変遷、コーチングとは

2.コーチングスキルレクチャー

3.報連相シーンに活かすコミュニケーション

4.性格のタイプを知り相互理解と信頼関係を深める
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新人を前向きに動機づけるための関係づくりやサポートの
視点を理解し、ケース演習を通じて、「ほめる」「叱る」など
の具体的な指導法のポイントをつかむ。
「自分で考えながら仕事に取り組む習慣」を育てるための
コーチングの考えに基づいた効果的な日常の質問の仕方を
学ぶ。

2.育成方針の考え方、伝え方

1.OJTとは何か／OJTの役割

1.OJTとは何か／OJT担当者の役割

2.OJT担当者に求められる視点とスキル

３.新人への理解と指導ポイント

４.基礎スキル

ＯＪＴ研修(管理監督者向け)

目的

・職場での継続的な人材OJT（On　The　Job　Training）の意義、仕組みを理解した上で、OJTの実践を通じ、職
場での活用を図る。

概要

選択研修（職務能力研修）

研修情報

■対象者　 ： 主査級以下の職員

■募集人数： 48人

■日　程　  ： １日

■形　式　  ： オンライン

■形　式　  ： オンライン

研修情報

■対象者　 ： 係長級以上の職員

６.育成環境を整える職場づくり

管理監督者として、職場の教育育成担当者（部下）を前向きに動
機づけ、育てるためのOJT活動支援と指導ポイントを学ぶ。
新人が育つ、新人を育てる職場環境について、世代間ギャップ
を踏まえて理解し、職場の具体的な仕組みと部下の指導法、職
場づくりのポイントも学ぶ。

4.OJT担当者（部下）の指導と育成

５.目標設定と振り返り支援のポイント

■募集人数： 48人

■日　程　  ： １日

3.OJT担当者（部下）に求められる視点とスキル

講義 内容

内容

概要

選択研修（職務能力研修）

ＯＪＴ研修(一般職員向け)

目的

・新任者や後輩を職場でサポートするために、職場での継続的な人材OJT（On　The　Job　Training）の意義、仕
組みを理解した上で、OJTの実践を通し、職場での活用を図る。

講義
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■日　程　  ： 1日

■形　式　  ： グループ

研修情報

■対象者　 ： 係長級以上の職員

4.ハラスメントをしないために

5.心理的安全性の高い職場とは

1.ハラスメントの実態と課題

2.ハラスメントが職場に及ぼす影響

3.ハラスメントの態様（パワハラ・セクハラなど）と背景

ハラスメントの実態と取り組むべき課題を明らかにし、ハラスメ
ントによってどのような影響があるのかを考える。
また、どのようなハラスメントがあるのか、なぜ起きてしまうの
かその背景を知る。
そして、自分自身の問題として受け止め、ハラスメントのない職
場づくりはいかにして行うかを考える。

■募集人数： 42人

ハラスメント防止研修

目的

・今日、企業や地方自治体など組織内部でハラスメントが発生しており、このことによって組織風土に悪影響を及ぼ
している。そこでハラスメントについての実態や課題、また防止策を理解することで心理的安全性の高い職場づくり
を目指す。

概要

内容講義

選択研修（職務能力研修）

講義 内容

1.聴くことについて

現場における対人関係能力向上を図るために、カウンセリング・マインド（聞き
手としての態度・心構え）をワークを通して体験的に習得する。

2.信頼関係確立のための傾聴方法

3.信頼関係確立のための自己理解

研修情報

■対象者　 ： 受講を希望する職員

■募集人数： 48人

■日　程　  ： １泊2日

■形　式　  ： グループ

概要

選択研修（職務能力研修）

カウンセリング・マインド養成研修
～職場で活きるカウンセリングの心構え～

目的

・聞き手としての態度や心構えを習得する。
・住民や他の職員と接する場において、望ましい人間関係の構築を目指す。
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講義

立場によって身につけておくべきレジリエンスには違いがあり、リー
ダーは自分のレジリエンスを高めるだけでなく、部下やチームのレジ
リエンスも高めなければなりません。
この研修では、自分・部下・チームの３方向からレジリエンスを高める
ためのポイントをワークを通じて学びます。

※ レジリエンス ： 困難にぶつかっても、しなやかに回復し、乗り越え
る力（＝精神的回復力）

1．リーダーに求められるレジリエンスとは

2．自分のレジリエンスを高め、壁を乗り越える

３．部下の感情コントロールをサポートする

４．部下の自尊感情を高める

５．部下の自己効力感を高める

７．まとめ

内容

６．チームのレジリエンスを高める

管理監督者が担う、部下職員のメンタル不調を予防するための具
体的な方法を講義や演習、事例を用いたワークショップ等を通じ
て学ぶ。
同時に、自分自身がメンタル不調に陥らないためのセルフケアの
方法も実践的に習得する。

■募集人数： 48人

■日　程　  ： 1日

■形　式　  ： グループ

研修情報

■対象者　 ： 係長級以上の職員

1.はじめに

3.休職と職場復帰支援（3次予防）

4．風通しのいい職場づくり(１次予防)

５．自身のメンタル不調を防ぐ(１次予防)

2.早期発見・早期対応（2次予防）

管理監督者のためのメンタルヘルス研修
～組織のメンタルヘルスマネジメントを学ぶ～

目的

・部下職員への声かけや不調への気づき、復職支援などのラインケアによる対策を学ぶ。
・管理監督者として、精神的なストレスに対する知識を深め、自己のセルフケア対策を学ぶ。

概要

内容講義

選択研修（職務能力研修）

研修情報

■対象者　 ： 係長級以上の職員

■募集人数： 42人

■日　程　  ： 1日

■形　式　  ： グループ

概要

選択研修（職務能力研修）

リーダーのためのレジリエンス研修
目的

・感情コントロールの仕方や自尊感情・自己効力感の高め方を学び、自分と部下のレジリエンスを高められるように
なる。
・心理的安全性を高めることで、チームのレジリエンスを高められるようになる。
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3.業務改善の考え方
「事務ミス」を中心としたヒューマンエラーに着目し、ミスを防ぐだけでなく効果
的な仕事の進め方（業務改善）を身につける。
また、「組織力」を向上させるコミュニケーションの取り方を身につける。

■募集人数： 各回54人

■日　程　  ： 1日

■形　式　  ： グループ

4.エラーに強い組織へ

５．総合演習

研修情報

■対象者　 ： 主事～主査級の職員

概要

講義 内容

1.ヒューマンエラーとは

2.ミスをなくす考え方

ヒューマンエラー防止研修
～ヒューマンエラーを防止する職場環境づくりとコミュニケーション手法～

目的

・ヒューマンエラーが起きるメカニズムを知り、事象に合わせて対策を立てられる知識を身につける。
・エラーを未然に防ぐ組織、発生してもリカバリが早い組織へ変わるために必要な要素、行動を身につける。

選択研修（職務能力研修）

研修情報

■対象者　 ： 係長級以上の職員

■募集人数： 48人

■日　程　  ： １日

■形　式　  ： グループ

概要

選択研修（職務能力研修）

リスクマネジメント研修

目的

・管理監督者としてリスクマネジメントの基本を学ぶ。
・多種多様にある職場のリスクに気づき、未然に防止するためのノウハウの習得を図る。

内容講義

３．職場における平時のリスク対策（演習）

２．リスク管理の基本と職場管理

１．リスクセンスを試そう
管理監督者には、リスクをいち早く、確実に見つけて対策を実施すること
が平時の職場管理を通じて求められ、有事には危機管理として災害その
他の危機発生時に被害を最小限に止めるための措置をとる必要がある。
本研修では平時・有事の両面から、様々なリスクへの実践的な対処法を事
例演習を通じて学び、リスクマネジメントのスキルアップを目指していく。
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さまざまな行政課題を解決するためには、「交渉力」は大きな武器と
なる。
特に、住民に対する事業説明や交渉・折衝の場面、また組織内部で自
部門の各種施策を説明し、協力を得るための組織内調整などで役に
立つ。
この研修では、自治体職員の交渉力強化について、自治体現場の視
点からリアルなケーススタディに基づき実践的に学んでいく。

講義

１．交渉・折衝の本質について考える

２．交渉・折衝の準備事項

３．ケーススタディ　①各種窓口対応

４．ケーススタディ　②住民説明会

５．ケーススタディ　③組織内の調整業務

６．まとめ～交渉・折衝に必要な「人間力」～

内容

■形　式　  ： グループ

４.総合実践ワーク

５.学びと実践へのアプローチ

研修情報

■対象者   ： 受講を希望する職員

会議や様々な場面で中立的な進行役として、個人の意見を引き出しながら、合
理的かつ納得できる結論を導き出せるファシリテーション技法について学ぶ。

1.これまでの会議を振り返る

2.ファシリテーションとは

3.準備・対話・可視化の基本

■募集人数： 48人

■日　程　  ： 1日

会議進行・協働促進のスキル向上研修
～ファシリテーションスキル～

目的

概要

講義 内容

・ファシリテーションとは何か、ファシリテーターとは具体的にどのような立ち位置であるかを理解する。
・会議進行や住民など対話・協議などの場での進行役において、必要なスキル向上を図る。

選択研修（職務能力研修）

研修情報

■対象者　 ： 受講を希望する職員

■募集人数： 各回48人

■日　程　  ： １日

■形　式　  ： グループ

概要

選択研修（職務能力研修）

交渉力研修
目的

・何を想定し、準備し、どのように交渉相手を観察し対処すべきかを実践的に学び、「準備する力」と「臨機応変に対処
する力」の双方を磨いていく。
・交渉・折衝について自分の基本スタイルを構築する。
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■対象者　 ： 受講を希望する職員

■日　程　  ： １日

■形　式　  ： グループ

4.スケジューリングの実際

5.まとめ

■募集人員： 54人

①時間管理の大切さを確認する。
②自身の時間の使い方の現状確認を行う。
③タスクリスト・スケジュールツールの活用と注意点。
④計画力・スケジューリング力を高める。
座学だけでなく、ディスカッションやワークで考え、体験しながら学ぶ。

1.タイムマネジメントの重要性

2.タイムマネジメントの基本・計画・実行

3.実践タイムマネジメント

研修情報

タイムマネジメント研修
目的

・限られた時間の中で担当業務を計画的に遂行し、仕事の能率を向上させる手法を学ぶ。
・行政コストの軽減や行政サービス向上につなげる。

概要

講義 内容

選択研修（職務能力研修）

講義 内容

1.「伝える」ポイントを考える

分かりやすい話し方には、型があり、分かりやすくなる構造を理解すれば、だ
れでも「言いたいことを簡潔に、相手に分かりやすく説明する」ことができる。
本研修では論理的思考を鍛え、話す内容を整理できるようになり、話の構造
を視覚化することにより、「分かりにくい話」と「分かりやすい話」の違いを理
解する。
学んだスキルをワークで実践しながら、説明力を高める。

２.目的・意図を明確に

３.話の構造を考える

4.話の展開を考える

７.まとめ

研修情報

■対象者　 ： 受講を希望する職員

■募集人数： 42人

■日　程　  ： １日

■形　式　  ： グループ

５.実際の話し方をトレーニングする

６.総合演習

概要

選択研修（職務能力研修）

分かりやすい説明の仕方研修
目的

・他者に対して分かりやすく説明し、理解してもらうための「伝えるスキル」を習得する。
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■形　式　  ： グループ

4.問題解決の実践

研修情報

■対象者　 ：受講を希望する職員

・問題解決の成果を向上させるための発想力の開発について。
・課題発見や問題解決に役立つ発想力の開発について。
・日常業務で発想力や論理的思考を活用するための総合演習について。

1.クリエイティブシンキングの活用

2.地域未来を創造する・発想手法の実践

3.論理的な思考の基本

■募集人数： 54人

■日　程　  ： 1泊2日

問題解決能力向上研修

目的

・常識や固定観念にとらわれない思考能力と、物事を体系的に捉え、筋道の通った思考能力とをあわせて強化する
ことで、日常業務の課題発見能力や政策立案能力の向上を図る。

概要

講義 内容

選択研修（職務能力研修）

伝わるデザイン術研修

選択研修（職務能力研修）

研修情報

■対象者　 ： 受講を希望する職員

■募集人数： ６０人

■日　程　  ： 1日

■形　式　  ： スクール

自治体が発信する広報、特にチラシやポスターについて、伝えたい情
報を的確に伝えるためのデザイン手法を学ぶ。
また、情報が的確に伝わることは、職員自らの業務効率の向上につ
ながることを意識し、「伝わる」デザインにするにはどうすれば良いの
か、そのメソッドを学ぶ。

1.なぜ公務員に広報デザインが必要なのか

2.住民に伝わる広報

3.デザインのテクニック

目的

・自治体が発信するチラシやポスターについて、情報を的確かつ効果的に伝えるためのデザインを習得する。

内容講義

概要
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■募集人数： 42人

■日　程　  ： １日

■形　式　  ： グループ

研修情報

■対象者　 ： 議会答弁書を作成する職員

議会は住民代表の議員で構成されることから、議会答弁とは住民へ
の説明責任を果たすことである。
そのような答弁の重要性に鑑み、「質問事項取材時の留意点（質問の
直接的動機、背景にある問題意識、期待する答弁内容まで含めた正
確な把握や、質問趣旨が理解できない際の対処法など）」「答弁書作
成の重要ポイント（一貫性・整合性・簡潔明瞭性・再質問可能性や、答
弁者の意向確認、実現可能性に応じた表現の使い分け等）」など、極
めて実践的に学習する。
また、想定事例に沿って実際に議会答弁書をグループワークを通じ
て作成・発表し、本番で使えるスキルを習得する。

1.議会答弁とは説明責任を果たすこと

2.質問事項取材での留意点

3.答弁書作成のポイント

4.議会本番をリアルに想定した答弁書とは

5.議会答弁書作成演習

議会答弁作成研修

目的

・自治体を取り巻く環境の変化を認識し、説明責任を果たすための必要なスキルを理解する。
・わかりやすく論理的な議会答弁書を作成できるようになる。

概要

内容講義

選択研修（職務能力研修）

講義 内容

1.環境変化の認識

自治体を取り巻く社会情勢を今一度確認し、今後を見据える機会を設け、そこ
から自治体がどうあるべか考える。
そして、政策形成とは何か、どのように取り組めばいいのか、基本的な所に重
点を置き、講義と演習を交えて学ぶ。

2.問題発見・課題解決

3.政策・施策の立案

4.説明力

研修情報

■対象者　 ： 係長級以下の職員

■募集人数： ２４人

■日　程　  ： １泊２日

■形　式　  ： グループ

概要

選択研修（職務能力研修）

政策形成研修

目的

・すべての自治体職員に必要な政策形成の基礎的な力を身に付ける。
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研修情報

■日　程　  ： １日

■形　式　  ： グループ

研修情報

■対象者　 ： 採用１０年目以下の職員

■募集人数： ４８人

入庁後、仕事に慣れ業務を正確かつ迅速に遂行できるようになり、
職場理解や仕事理解が深まる年次に差し掛かる時期になると、他者
との違いを意識し自信をなくすことがある。
本研修では、若手職員に焦点を当て、不安を自信に変えていくため
にも、働く意味や存在価値・意義を再確認し、自分が担当している業
務がどのように組織へ貢献できているかを理解し、仕事への意欲向
上を図ることをねらいとした内容である。

セルフマネジメント向上研修
～自分の存在価値を確認しよう～

目的

・若手職員が行政職員として、働く意味や自分の存在価値・意義を再確認し、仕事へのモチベーションを維持・向上さ
せる。

概要

内容講義

1.自己肯定感の向上にむけて

2.組織貢献意欲の向上にむけて

3.心の健康づくりと人付き合い

4.心のマネジメント

5.心のひとやすみ

■対象者　 ： 受講を希望する職員

■募集人数： ５４人

■日　程　  ： １日

■形　式　  ： グループ

選択研修（職務能力研修）

概要

1.ナッジの考え方を理解する
ナッジとは、選択の自由を残しながら、本人にとって望ましい結果に
なる選択を自発的に取れるよう、見せ方・伝え方などを工夫する手
法のことで、本来は「肘で小突く」「そっと突く」という意味がある。
ナッジは、環境省をはじめ、各方面で注目されている課題解決の手
法の1つである。そのナッジの基礎を講義で学び、演習を通じて日常
業務における活用方法を考える。

2.人の意思決定の裏にある「バイアス」

3.自治体におけるナッジ活用例

4.ナッジを活用するためのフレームワーク

5.ナッジを政策課題の解決に活かす（演習）

講義 内容

選択研修（職務能力研修）

自治体職員のナッジ研修

目的

・ナッジの基礎を学ぶ。
・業務でどのようにナッジを活用するかイメージできるようになる。
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概要

選択研修（実務能力研修）

市町村民税研修

目的

・市町村民税事務の基礎知識を習得する。
・適切に課税事務を遂行できるようになる。

■日　程　  ： １泊２日

■形　式　  ： グループ

1.納税義務・非課税判定

市町村民税の課税業務を適切に執行するために必要な基礎知識を
再確認し、課税標準、所得控除、税率及び税額の計算、賦課徴収な
ど、実務上留意すべき事項を中心に、講義と演習を通して理解を深
める。

2.所得割の計算

3.所得控除

4.税額控除、配当割譲渡所得割、徴収方法

１．固定資産評価基準の解説

固定資産税（土地）の課税業務を適切に遂行するために必要な基礎
知識として、地方税法及び固定資産評価基準を中心としたその基本
的な考え方と実務の運用を学ぶ。講義と演習を交えながら、固定資
産税（土地）事務に関する基礎知識を理解する。

２．評価替えと評価修正

3.評価替えに係る判例　他

固定資産税（土地）研修

目的

・固定資産税（土地）の事務の遂行にあたって必要な基礎知識を習得する。

内容講義

研修情報

■対象者　 ： 実務経験１年程度の職員

■募集人数： ５４人

概要

講義 内容

研修情報

■対象者　 ： 実務経験１年程度の職員

■募集人数： 各回48人

■日　程　  ： １泊2日

■形　式　  ： スクール

選択研修（実務能力研修）

5．今後の主な税制改正、地方税法総則
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■形　式　  ： スクール

1.固定資産評価基準の解説

2.課税関係&質問等

選択研修（実務能力研修）

研修情報

■対象者　 ： 実務経験１年程度の職員

■募集人数： 54人

■日　程　  ： １泊2日

2.納税交渉・財産調査と捜索

3.財産差押え（総則）・各種財産差押え
徴収担当職員としての心構え、滞納者との折衝、地方税法総則や国税徴収法に
おける財産の調査・差押えなどの諸手続きを、実務に即した滞納整理事例など
を通じて、より実践向けの講義を通して学ぶ。

5.徴収猶予・滞納処分の停止　等

税徴収事務新任者研修

目的

・徴収担当職員に必須となる基本的な滞納処分等に関する法律の知識を学ぶ。
・適切・効果的な滞納整理を行い、適正な処分及び徴収率アップにつなげる基本土台を構築する。

概要

講義 内容

■形　式　  ： オンライン

選択研修（実務能力研修）

固定資産税（家屋）研修

目的

・固定資産税（家屋）の事務の遂行にあたって必要な基礎知識を習得する。

概要

講義 内容

固定資産税（家屋）の課税業務を適切に遂行するために必要な基礎知識とし
て、地方税法及び固定資産評価基準を中心としたその基本的な考え方と実務
の運用を学ぶ。
講義と演習を交えながら、固定資産税（家屋）評価及び課税事務に関する基礎
知識を理解していく。

■募集人数： 60人

■日　程　  ： ２日

4.交付要求・参加差押

研修情報

■対象者　 ： 徴収事務の新任者

1.徴収職員としての心構え
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■形　式　  ： スクール・グループ

４.不納欠損処理に関する注意点

６.事例検討

研修情報

■対象者　 ： 実務経験１年程度の職員

滞納処分ができない使用料等の債権の回収事務を執行するために必要な法的
知識や具体的な事務手続きについて学ぶ。

１.債権管理の基本原則

２.自治法・自治令等による債権管理

３.徴収困難者と保証人への対応

■募集人数： 60人

５.その他（相続、破産等）

講義 内容

使用料等の債権回収事務研修

・使用料等（水道使用料、住宅使用料、学校給食費、住宅新築資金、医療費返還金等）の徴収事務を行うために必要な
基礎的知識を習得し、徴収率の向上に繋げる。

■日　程　  ： １泊２日

税徴収事務実務者研修

目的

・税等の滞納処分により強制徴収できる債権の徴収事務を遂行するために必要な専門知識を習得する。
・実務上の問題を演習を通して検討することにより職務遂行能力の向上を図る。

概要

概要

選択研修（実務能力研修）

目的

選択研修（実務能力研修）

講義 内容

1.徴収事務のマネジメント

税等の徴収実務を１年程度経験したタイミングで、徴収率向上のために必要な
専門知識及び交渉技術を習得する。
また、グループ形式で複数の担当職員と事例研究等を行うことで徴収実務に
対する理解を深めていくとともに、他市町村のノウハウを共有することで職務
能力向上を図る。

2.問題演習

3.事例研究

4.グループ討議

研修情報

■対象者　 ： 実務経験1年程度の職員

■募集人数： 48人

■日　程　  ： 1泊2日

■形　式　  ： グループ
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研修情報

■対象者　 ： 複式簿記初学者、または学び直しをしたい職員

■募集人数： 60人

財務研修の基本編として、複式簿記や財務諸表（貸借対照表、損益計算書等）の
見方・作成方法を基礎から学ぶとともに、日商簿記３級程度の問題を回答でき
る知識・技能等を身に付ける。

（注）当研修の受講にあたっては、別途指定する参考書（2千円以内の市販品を
想定。受講者1人につき1冊）を購入し、研修当日に各自で持参していただく必
要があります。
※「研修負担金」には、参考書代を含みません。
※参考書の購入は、受講者側で行っていただきます。

1.簿記原理

2.財務諸表と経営管理

3.総合演習

講義 内容

概要

選択研修（実務能力研修）

複式簿記研修

目的

・地方公営企業会計業務や公会計業務などに対応するため、簿記・会計の基礎的な知識や財務諸表を読み解く能力を
習得する。

1.新地方公会計制度の概要
統一的な基準に基づく、具体的な財務書類の作成方法や活用方法を、演習を通
して学ぶ。

（注）この研修の受講には、複式簿記の基礎的な知識を有していることが必要
です。初学者の方などは、「複式簿記研修」の受講を検討してください。

2.新地方公会計制度の解説

3.財務書類の自治体経営への活用

概要

講義 内容

選択研修（実務能力研修）

■日　程　  ： 2泊３日

■形　式　  ： スクール

地方公会計研修

目的

・新地方公会計制度の概要を理解することを目的とする。
・公会計の財務書類（貸借対照表、行政コスト計算書等）の仕組みを理解し、その分析・活用に繋げる。

■形　式　  ： スクール

研修情報

■対象者　 ： 複式簿記の知識を有し、公会計制度に携わる職員

■募集人数： 54人

■日　程　  ： 1泊２日
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■募集人数： 60人

■日　程　  ： 1日

■形　式　  ： スクール

４．諸手当概論

研修情報

■対象者　 ： 給与事務の新任者

地方公務員の給与制度について理解を深めるため、基本的な考え方と制度上
の実務的な運用を学ぶ。

1.給与事務の基礎知識（給与制度総論）

2.給与制度の実務

３．給与の実務

給与事務新任者研修

目的

・実務で必要になる基本的な法律を学び、給与事務に関する基礎知識を身に付ける。

概要

講義 内容

選択研修（実務能力研修）

講義 内容

1.地方財務会計制度と契約

契約事務・入札事務を適切に執行するために必要な基礎的知識を体系的に学
ぶとともに、実務上留意すべき事項を中心に事例研究等を通して理解を深め
ていく。

5.工事契約の実務等

3.予算執行と契約実務

4.委託契約等の実務

研修情報

■対象者　 ： 実務経験１年程度の職員

■募集人数： 60人

■日　程　  ： １泊２日

■形　式　  ： スクール

2.自治体契約事務の基本原則

概要

選択研修（実務能力研修）

契約事務研修

目的

・契約事務の遂行に必要な基本的知識・制度を学び、これからの実務で生かせる力を養う。
・契約事務に関する疑問点や問題点を解消し、理解を深めて、自治体職員としての役割を認識する。
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選択研修（実務能力研修）

■日　程　  ： １日

■形　式　  ： グループ

採用試験面接官の面接力アップ研修

目的

3.集団討論で評価する

概要

講義 内容

・受験者を適切に見極める方法と、より良い受験者を増やす方法をワークショップ形式で学ぶ。

選択研修（実務能力研修）

研修企画担当者研修

研修情報

■対象者　 ： 研修の運営や企画に携わる職員（管理監督者を含む）

■募集人数： 48人

研修担当者が果たす役割、研修の企画実施に当たって必要な知
識・スキルなどを学ぶ。
参加者間の情報交換を通じて、悩みや課題を共有して、意識の醸
成を図る。

１．研修担当者の役割、研修の企画・実施

２．研修に関する情報交換

３．受講者が抱く期待・不安・課題についての討議

４．研修の評価と効果についての講義・討議

■形　式　  ： グループ

目的

・研修企画担当者として研修の企画から実施までの流れを学ぶ。
・研修効果をより高めるために、担当者としてどのように職員と関わっていくかを学ぶ。

内容講義

概要

■募集人数： 42人

■日　程　  ： １日

4.個人面接で評価する

5.良い受験者の応募を促進する

研修情報

■対象者　 ： 面接試験の内容や進行を検討する立場の職員、業務上面接に関わる職員

面接試験は人材育成の第１歩である。「是非育てたい」と思えるポテンシャルの
高い人材を獲得して育てることが、自治体人材マネジメントの「あるべき姿」で
ある。これには面接試験のレベルアップが不可欠である。「面接カードが昔のま
ま」「受験者の本音が引き出せない」などの悩みを解決するために、必要な知識
と技法を実践的に学ぶ。

１.人材要件と評価要素を見直す

2.適切に評価するための手順を決める
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■募集人数： 48人

■日　程　  ： 1日

■形　式　  ： グループ

研修情報

■対象者　 ： 秘書担当の新任者、または基礎を学び直したい職員

多種多様な業務から構成される秘書業務の基本を確認し、その役割や必要と
なる心構えを認識する。また、実務的指導を通じ、ビジネス用語・敬語の使い方
や相手に好感を与える会話の方法、来客などの応対方法等について学ぶ。

１．秘書の役割と心構え

２．言葉とコミュニケーション

３．電話応対、来客応対等

秘書実務基礎研修

目的

・秘書の役割や心構えを捉えたうえで、秘書業務に係る基本的な知識を習得する。
・接遇の基本や接客応対を確認することで、洗練されたコミュニケーション能力等を身につける。

概要

講義 内容

選択研修（実務能力研修）

講義 内容

１．広報紙デザインの基礎

住民の手に取ってもらう広報紙を目指すよう、広報紙のデザインから構成、編
集など学ぶ。

２．伝わる広報とは

３．構成のあり方

研修情報

■対象者　 ： 広報紙作成を担当する職員

■募集人数： 60人

■日　程　  ： 1日

■形　式　  ： スクール

概要

選択研修（実務能力研修）

広報紙作成力向上研修

目的

・より効果的に住民に伝わる広報紙を作成するために必要な知識、技術を身に付ける。
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第４回
・分析情報の整理、本質課題発見
・課題解決策の方向性とアイデア発散・収束

第7回 ・研究報告会

第5回 ・プレゼンテーション基本と実践

第6回 ・プレゼンテーションのブラッシュアップ

研修情報

■対象者　 ： 入庁５年目以上～係長級の職員

■募集人数： 12人

■日　程　  ： 全7回（９日間）

■形　式　  ： グループ

概要

政策課題研究

政策課題研究＜Ｆ-ｌａｂｏ＞

目的

・市町村が直面する行政課題を解決するため、政策立案に必要な能力を習得する。

講義 内容

第３回

・イノベーション発想
・問題発見と政策形成の基礎知識

第１回

第２回
・問題の原因分析
・現地調査の準備開始

・現地調査の計画とインタビューの方法

 

-38-



■募集人数： 50人程度

■日　程　  ： 3時間～１日

■形　式　  ： スクール・グループ

研修情報

■対象者　 ： 受講を希望する職員

未定

課題別セミナー

目的

・市町村の課題解決に向けて、現状や解決への方策を学ぶ。

概要

講義 内容

特別研修

講義 内容

未定

研修情報

■対象者　 ： 市町村長、副市町村長、関係職員

■募集人数： 100人

■日　程　  ： ３時間程度

■形　式　  ： スクール

概要

特別研修

市町村長特別セミナー

目的

・地方自治の課題と展望などについて理解を深め、時代の要請に応える行政のあり方を学ぶ。
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※ 文中「ＨＰ」とは福岡県市町村職員研修所のホームページのことです。 
 
１ 研修開催案内 

毎月１日ごろ、当該月の２か月後に開催する研修の案内をＨＰ『研修日程・事前課題』に掲

載しますので、研修の日程・内容・対象者等を確認してください。なお掲載時には、各団体に

電子メールでお知らせします。 
 

２ 研修生の推薦 
  ＨＰ『研修申込・研修結果ＤＬ』から研修生を推薦してください。受付期間は、開催案内を

行った月の末日（週休日、休日を含む）２４時までです。受付期間を過ぎると、「新規申込」が

できなくなるので注意してください。 

なお、研修生の推薦にあたっては、研修のねらいや対象者等を十分考慮し、２月に通知した

「研修参加人員通知表」の予定人員に沿って推薦してください。予定人員以外の研修生は受け

入れることができませんのでご了承ください。ただし、新規採用職員研修（前期（追加分含む）・

後期）、新任係長研修、新任課長研修は、予定人員を超える場合でも受け入れますので、電話

で個別に相談してください。（希望回の指定はできません） 

障がい等により、研修の受講・宿泊等に配慮を要する場合は、別途連絡をお願いします。 

 
３ 研修生の決定通知 
  各団体からの推薦に基づき、次の時期に応じて研修生を決定し、電子メールで通知します。 

➣月前半（１日～１５日）開催の研修：その前月の５日前後 

➣月後半（１６日～月末）開催の研修：その前月の１５日前後 

 

４ 決定内容の変更申請（「訂正」・「取消」） 
研修生決定通知後に、研修生の決定内容に変更が生じたときは、速やかにＨＰ『研修申込・

研修結果ＤＬ』から「訂正」・「取消」の手続きを行ってください（名簿・部屋割作成等の都合

上、研修開催日の２週間前の金曜日までにお願いします）。 

なお、「訂正」・「取消」手続きができる最終期限は、研修初日の前日（前日が閉庁日の場合

はその直前の開庁日）１７時までです。最終期限後は手続きができなくなるとともに、「取消」

漏れがあった場合でも研修負担金（研修費・宿泊費）が発生しますので、注意してください。 

 

５ 研修生の宿泊 
研修日程が数日間連続する研修については、研修所での宿泊を原則としています。 

 （１）外泊の許可について 

業務や家庭事情などの理由で外泊の必要がある場合は、各団体で判断のうえ、「研修生外泊許

可書兼夕食交流会欠席届」（ＨＰ『各種様式』に掲載）を研修開催日の２週間前の金曜日までに、

電子メール又はＦＡＸで提出してください。宿泊室の準備や部屋割等の関係上、期限までの提出

をお願いします。 

なお、外泊の場合も、研修負担金（宿泊費）を徴収します。 

（２）夕食交流会について 

  宿泊研修では、研修生同士の親睦等を深めるため、初日の夕食時に「夕食交流会」を開催しま

す。（参加費：１人１，１００円。飲酒を希望する場合は別途購入が必要） 

  諸般の事情により「夕食交流会」を欠席する場合、（１）と同様に「研修生外泊許可書兼夕

食交流会欠席届」を提出してください。 

 ※「夕食交流会」の概要は、令和５年５月１７日付（福自振第７８号）通知をご覧ください。 

令和６年度 研修事務手続の概要 
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６ 研修欠講届 
緊急の業務や病気、その他の理由で研修期間の一部または全部を欠講する場合は、「研修欠

講届」（ＨＰ『各種様式』に掲載）を電子メール又はＦＡＸで提出してください。 

なお、欠講時間が総研修時間（開講式や事務連絡等の時間を含む）の１/４を超えると、未

修了として取り扱います。 

また、研修初日の前日（前日が閉庁日の場合はその直前の開庁日）１７時までに「取消」手

続きがなされなかった場合も欠講扱いとなりますので、「研修欠講届」の提出が必要です。 

また、遅刻した場合は一部欠講となります。該当者の来所確認後、遅刻時間をお知らせしま

すので、「研修欠講届」の提出をお願いします。 

「研修欠講届」は事務手続きに必要となるものので、速やかに提出してください。 

なお、欠講（未修了）の場合も、研修負担金（研修費・宿泊費）を徴収します。 

 

７ 研修結果通知書  
研修生の研修参加状況を各団体に通知するため、「研修結果通知書」を発行します。研修終了

後、ＨＰの『研修申込・研修結果ＤＬ』から必要に応じて出力してください。 
 

８ 研修生の送り出し 
参加にあたり、予め次のことを研修生に周知してから派遣してください。 

（１）研修のしおり（ＨＰ『研修のしおり』に掲載）の事前確認と持参品の確認 

（２）事前課題等への取組と提出期限の厳守 

事前課題が出された場合は、指定した期日までに必ず提出してください。予めテーマに

関する具体的な問題意識を持って研修に臨むことで、より高い研修効果が得られます。 

 （３）必要な資料等の持参 

当日の持参を指示されている資料や用具等を忘れないようにしてください。 

 

９ 研修生への連絡 
研修中、研修生に連絡する必要が生じた場合には、まず研修所へご連絡ください。その内容

を研修生に伝達します。 

※研修中に席を外して電話することは禁止しています。 

 

10 研修生の交通手段 
研修所へ来所する手段は、各団体の判断で指示してください。 

（１）車で来所する場合 

次の①～③にあてはまる方は、障がい者等専用駐車場を利用できます。利用希望がある場

合は、「障がい者等専用駐車場使用願」（ＨＰ『各種様式』に掲載）を研修開催日の２週間前の

金曜日までに、電子メール又はＦＡＸで提出してください。 

      ①身体上の障がいがある方   ②妊産婦等の方  ③その他特別な事情のある方 

（２）公共交通機関を利用する場合 

ＪＲ大野城駅・西鉄白木原駅から、大野城市のコミュニティバス(まどか号)を利用してく

ださい。 

なお、新規採用職員研修(前期（追加分含む）)時のみ、ＪＲ大野城駅及び西鉄白木原駅周

辺～研修所間の送迎バス(無料)を運行する予定です。時刻等の詳細は、「研修のしおり」で確

認してください。 

 

11 台風、積雪等、自然災害発生時の研修開催の可否の案内 
自然災害の発生等により、研修を延期または中止する場合は、ＨＰ『新着情報』に掲載する

とともに、各団体に電子メール等でお知らせします。 
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 研修事務手続きの流れ 

                      
                     
                  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

研修所 各団体 

［前年度 8 月頃］ 前期ニーズ調査（階層別研修） 

［前年度 12 月頃］後期ニーズ調査（全研修） 

→ ２月に「研修参加人員通知」を配付 

 

～６月３０日まで 

研修生の推薦 

［例］８月開催研修の場合 

 

 

各期限まで 

事前課題等 

研修２週間前の金曜日まで 

①研修生外泊許可書兼夕食

交流会欠席届 ※ 

②研修生決定内容の訂正 ※ 

研修前開庁日の１７時まで 

研修生の参加取消 ※ 

当日午前中まで 

欠講届 ※ 

７月５日 

研修生決定通知 

（８月上旬開催分） 

７月１５日 

研修生決定通知 

（８月下旬開催分） 

HP 入力 

メール・HP 掲載 

メール 

６月１日 

研修開催案内 

メールなど 

①メールか FAX 

メールか FAX 

研修最終日翌日以降 

研修結果通知 

研修当日（８月○日～△日） 

②HP 入力 

HP 入力 

※は該当する場合のみ 

HP 掲載 
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令和５年度 

 

研 修 実 績 
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回数 予定人員 回数 参加人員

新規採用職員研修（前期）「新卒者」 8 384 8 410 107

新規採用職員研修（前期）「社会人経験者」 4 192 4 190 99

新規採用職員研修（後期） 12 576 12 606 105

一般職員研修 8 432 8 336 78

新任係長研修 8 432 8 385 89

新任課長研修　※第３回中止 5 270 4 146 54

現任課長研修（町村職員） 1 54 1 33 61

部長研修（市職員） 2 108 2 44 41

再任用職員研修　※第１回中止 3 162 2 86 53

小計 51 2,610 49 2,236 86

政策法務研修（入門編）～政策法務とは何かがわかる！～ 1 54 1 36 67

法制執務基礎研修 2 108 2 90 83

情報公開・個人情報保護研修 1 80 1 67 84

地方公務員法研修 1 60 1 36 60

クレーム対応基礎研修 1 48 1 54 113

ハードクレーム対応研修 1 48 1 33 69

自分も相手も大切にするコミュニケーション能力向上研修 1 48 1 38 79

コーチング研修 1 54 1 44 81

ＯＪＴ研修(一般職員向け) 1 48 1 44 92

ＯＪＴ研修(管理監督者向け) 1 48 1 41 85

カウンセリング・マインド養成研修～職場で活きるカウンセリングの心構え～ 1 48 1 27 56

ハラスメント防止研修 1 42 1 33 79

リーダーのためのレジリエンス研修 1 42 1 36 86

管理監督者のためのメンタルヘルス研修 1 48 1 39 81

リスクマネジメント研修 2 96 2 55 57

ヒューマンエラー防止研修 1 54 1 53 98

交渉力研修 2 96 2 81 84

会議進行・協働促進のスキル向上研修～ファシリテーションスキル～ 1 48 1 45 94

分かりやすい説明の仕方研修 1 42 1 40 95

タイムマネジメント研修 1 54 1 49 91

伝わるデザイン術研修 1 60 1 52 87

問題解決能力向上研修 1 54 1 44 81

政策形成研修 1 42 1 24 57

議会答弁作成研修 1 42 1 40 95

自治体職員のナッジ研修 1 54 1 50 93

市町村民税研修 2 96 2 86 90

固定資産税（土地）研修 1 54 1 36 67

固定資産税（家屋）研修 1 54 1 49 91

税徴収事務新任者研修 1 60 1 46 77

税徴収事務実務者研修 1 48 1 37 77

使用料等の債権回収事務研修 1 60 1 33 55

複式簿記研修 1 60 1 49 82

地方公営企業会計研修 1 42 1 30 71

地方公会計研修 1 54 1 27 50

契約事務研修 1 60 1 56 93

給与事務新任者研修 1 60 1 50 83

研修企画担当者研修 1 48 1 25 52

採用試験面接官の面接力アップ研修 1 42 1 35 83

広報紙作成力向上研修 1 60 1 56 93

社会福祉法人監査研修 1 42 1 26 62

小計 44 2,258 44 1,792 79

政策課題研究〈Ｆ－ｌａｂｏ〉 7 12 7 11 92

小計 7 12 7 11 92

市町村長特別セミナー 1 100 1 55 55

Z世代の傾向把握と指導法 1 50 1 62 124

ほめるコミュニケーションが生む組織活力とモチベーション
　　　　　　　　　　　　～あなたの周りはダイヤの原石がいっぱい～

1 50 1 59 118

ダイバーシティ時代のマネジメント力向上セミナー
　　　　　　　　　　　　～大人の発達障がいを理解しよう～

1 50 1 64 128

政策立案入門セミナー 1 50 1 19 38

巡回アカデミー（JAMP)～エビデンスに基づく政策立案のためのデータ活用～ 1 50 1 49 98

小計 6 350 6 308 88

108 5,230 106 4,347 83

階
層
別
研
修

選
択
研
修

法
務
能
力
研
修

職
務
能
力
研
修

実
務
能
力
研
修

合計

政策
課題
研究

特
別
研
修

１　　研修参加人員

研修課程
参加率
（％）

年間計画 実績
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2　研修日程
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日3

月

新採後期⑪

新採後期⑫ 巡回アカデミー F-labo④

11

月

法制
執務
②

レジリ
エンス

市町村民税① 市町村民税②

10

月

新採後期⑩ コーチング
情報公開・

個人情報保護

地方公務員法

ハード
クレー

ム

リスク
①

リスク
②

ハラス
メント

会議
進行

法制
執務
②

2

月
F-

labo
⑥

F-
labo

⑦

令和

６年

1

月

問題解決
能力向上

再任用
①

再任用
②

再任用
③

12

月

コミュニケー
ション

能力向上

ヒュー
マン

エラー

デザ
イン術

説明
の

仕方

F-
labo

⑤

クレー
ム基礎

管理
監督者

メンタル

新任課長⑤

9

月

法制
執務
①

新採後期① 新採後期④
社会福祉
法人監査

タイム
マネジ
メント

新採後期⑦

公営
企業
会計

8

月

新採後期② 新採後期⑤
カウンセリング

マインド
新採後期⑧

固定資産税
（家屋）

新採後期③ 新採後期⑥ 新採後期⑨

係長⑥

7

月

一般⑤ 一般⑥ 一般⑦ 一般⑧ 新任課長①

F-
labo

③

一般④ 契約事務

係長①

　

ト

ッ
プ

　

　

セ

ミ

ナ
ー

交渉力
①

交渉力
②

固定資産税
（土地）

ナッジ
部長
①

部長
②

係長②

徴収
実務

OJT
（管理

監督者）
（ｵﾝﾗｲﾝ）

OJT
（一般）
（ｵﾝﾗｲﾝ）

F-
labo

②

採用
面接

6

月

広報
作成

複式簿記 一般① 一般② 一般③

Z世代
セミナー

ほめ達
セミナー

ダイバー
シティ

セミナー

政策
立案

セミナー

現任
課長

使用料等
債権回収

法制
執務
①

係長⑤
政策法務
（入門編）

係長⑧ 政策形成 公会計

議会
答弁

係長③

係長④ 新任課長② 新任課長③ 係長⑦ 新任課長④

4

月

新採前期①
【新卒者】

新採前期③
【新卒者】

新採前期⑤
【新卒者】

新採前期②
【新卒者】

新採前期④
【新卒者】

研修
企画

新採前期⑥
【新卒者】

5

月

新採前期⑦
【新卒者】

新採前期①
【社会人経験者】

新採前期③
【社会人経験者】

徴収事務
新任者

（オンライン）

新採前期⑧
【新卒者】

給与
事務
新任

新採前期②
【社会人経験者】

新採前期④
【社会人経験者】

F-labo①

-46-



３　研修課程別科目実績

■階層別研修

研　修 日　程 参加人数 カリキュラム 講　師

はじめてのメンタルヘルス
あいメンタルヘルスサポート
　中山　かおり　氏

公務員倫理
福岡県市町村職員研修所
　所長　米倉　秀之

人権学習
（公社）福岡県人権研究所
　啓発部会長　鍋山　公一　氏

社会人としての接遇とマナー

（株）アソウ・ヒューマニーセンター
　講師　大隈　多恵　氏
　講師　井上　歩　氏
　講師　古川　さやか　氏

組織と仕事
（一社）日本経営協会
　講師　中島　一平　氏
　講師　桑原　武志　氏

はじめてのメンタルヘルス
あいメンタルヘルスサポート
　中山　かおり　氏

公務員倫理
福岡県市町村職員研修所
　所長　米倉　秀之

人権学習
（公社）福岡県人権研究所
　啓発部会長　鍋山　公一　氏

社会人としての接遇とマナー
（株）アソウ・ヒューマニーセンター
　講師　大隈　多恵　氏
　講師　井上　歩　氏

組織と仕事
（一社）日本経営協会
　講師　中島　一平　氏
　講師　桑原　武志　氏

地方自治法

地方公務員法

レジリエンス
（一社）日本経営協会
　講師　咲良　美登理　氏

仕事の工夫と改善
麻生教育サービス(株)
　委嘱講師　秋満　直人　氏

人権学習
（公社）福岡県人権研究所
　研究員　迫本　幸二　氏

タイムマネジメント
結エデュケーション（株）
　取締役　森田　壮　氏

フォロワーシップ
結エデュケーション（株）
　取締役　森田　壮　氏

一般職員研修

【２日間】
336人

第１回　　６月１３日～１４日
第２回　　６月１５日～１６日
第３回　　６月２０日～２１日
第４回　　６月２２日～２３日
第５回　　７月４日～５日
第６回　　７月６日～７日
第７回　　７月１１日～１２日
第８回　　７月１３日～１４日

（一社）日本経営協会
　講師　豊島　英明　氏

新規採用職員研修
（後期）

【２日間】

第１回　　９月５日～６日
第２回　　９月６日～７日
第３回　　９月７日～８日
第４回　　９月１２日～１３日
第５回　　９月１３日～１４日
第６回　　９月１４日～１５日
第７回　　９月２６日～２７日
第８回　　９月２７日～２８日
第９回　　９月２８日～２９日
第１０回　１０月３日～４日
第１１回　１０月４日～５日
第１２回　１０月５日～６日

606人

新規採用職員研修
（前期）

「新卒者」

【３日間】

第１回・第２回　　　４月１２日～１４日
第３回・第４回　　　４月１９日～２１日
第５回・第６回　　　４月２６日～２８日
第７回・第８回　　　５月１０日～１２日

410人

新規採用職員研修
【オンデマンド配信】

配信期間　　４月３日～５月３１日 -

新規採用職員研修
（前期）

「社会人経験者」

【３日間】

第１回・第２回　　　５月１７日～１９日
第３回・第４回　　　５月２４日～２６日

190人
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■階層別研修

研　修 日　程 参加人数 カリキュラム 講　師

マネジメント
麻生教育サービス（株）
　委嘱講師　秋満　直人　氏

部下指導とコミュニケーション
結エデュケーション(株)
　代表取締役　高嶋　謙行　氏

新任係長研修
【オンデマンド配信】

配信期間　７月３日～８月３１日 - 人権学習
（公社）福岡県人権研究所
　研究員　迫本　幸二　氏

今、起きている社会のパラダイムシフト

マネジメントの基本の理解

課長級に求められる自己変容

業務マネジメント力の習得

職場マネジメント力の習得

人材マネジメントの理解

人材育成のための対話力

実践・人材育成支援

リスクマネジメントのあり方

新任課長研修
【オンデマンド配信】

配信期間　７月３日～８月３１日 - 人権学習
（公社）福岡県人権研究所
　研究員　迫本　幸二　氏

管理職に求められる「感性」の重要性

課長級のマネジメント

人間力を磨く

パーパスマネジメントのあり方

パーパスフルな人材育成支援のあり方

部長級に求められる「感性」の重要性

部長級のマネジメント

人間力を磨く

パーパスマネジメントのあり方

パーパスフルな人材育成支援のあり方

自治体環境と再任用制度について

再任用としての意識と行動変革

職場での新たな立場と役割

職場で必要とされる存在になるために

再任用職員研修

【１日】

第１回　　１月２４日【中止】
第２回　　１月２５日
第３回　　１月２６日

86人
（株）行政マネジメント研究所
　専任講師　大内　一敏　氏

新任課長研修

【２日間】

第１回　　７月２０日～２１日
第２回　　８月７日～８日
第３回　　８月９日～１０日【中止】
第４回　　８月２２日～２３日
第５回　　８月２４日～２５日

146人

（株）パトス
　取締役総括部長　近藤　晃司　氏

44人

部長研修
（市職員）

【１日】

第１回　　７月２０日
第２回　　７月２１日

（株）パトス
　講師　鈴木　豊　氏

現任課長研修
（町村職員）

【１日】

６月３０日 33人
（株）パトス
　取締役総括部長　近藤　晃司　氏

新任係長研修

【２日間】

第１回　　７月２５日～２６日
第２回　　７月２６日～２７日
第３回　　７月２７日～２８日
第４回　　８月１日～２日
第５回　　８月２日～３日
第６回　　８月３日～４日
第７回　　８月１６日～１７日
第８回　　８月１７日～１８日

385人
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■選択研修

研　修 日　程 参加人数 カリキュラム 講　師

政策法務研修（入門編）
～政策法務とは何かがわかる！～

【２日間】

８月７日～８日 36人

１．政策法務の意味
２．法の趣旨・目的／演習「模擬裁判」
３．法律と条例の関係―基礎
４．政策法務と日本国憲法
５．条例をまずは作ってみよう

西南学院大学
　副学長・法学部教授　石森　久広　氏

法制執務基礎研修

【２日間】

第１回　　８月３１日～　９月１日
第２回　１０月３１日～１１月１日

90人

１．法制執務とは
２．法令の種類
３．法秩序維持の原則
４．法令の形式及び構成
５．法令文の表現
６．一部改正

（株）ぎょうせい
　法令例規事業部　法制ソフト課
　担当課長　松尾　弘子　氏

情報公開・個人情報保護研修

【２日間】
１０月１９日～２０日 67人

【個人情報保護】
１．令和３年個人情報保護法改正の概要
２．個人情報とは何か
３．個人情報の取扱いに関する基本的なルール
４．安全管理措置（事故事例の解説等）
５．漏えい時の報告
６．個人情報ファイル・個人情報ファイル簿
７．開示請求の手続、不開示情報等
８．その他（審査請求等）

【情報公開】
１．情報公開制度の目的
２．公文書（行政文書）の意義
３．公文書の開示義務等

（株）ぎょうせい
　弁護士　西ヶ谷　尚人　氏

地方公務員法研修

【２日間】
１１月２８日～２９日 36人

１．地方公務員法の目的
２．地方公務員の種類
３．人事機関
４．職員の任用
５．人事評価
６．職員の離職
７．職員の給与・勤務条件
８．職員の不利益処分
９．服務
10．研修
11．職員の福祉と利益保護
12．職員団体

（株）日本マネジメント協会
　講師　山田　真司　氏

法
務
能
力
研
修
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■選択研修

研　修 日　程 参加人数 カリキュラム 講　師

クレーム対応基礎研修

【１日】
１０月２４日 54人

１．クレームの一般的傾向
２．クレーム初期対応
３．様々なクレームへの対応
４．クレームを活かす情報の共有

（株）日本マネジメント協会
　講師　諌山　敏明　氏

ハードクレーム対応研修

【１日】
１１月１０日 33人

１．クレームの基礎知識
２．クレーム対応の心構え
３．ハードクレーム対応の技法
４．クレームに強い組織づくり

（株）日本マネジメント協会
　講師　諌山　敏明　氏

自分も相手も大切にする
コミュニケーション能力向上研修

【２日間】

１２月７日～８日 38人

１．自他尊重のコミュニケーションとは
２．相互理解と尊重を深める「価値観探求ワーク」
３．アサーティブコミュニケーションと心理的安全性
４．聴く力トレーニング
５．伝える力トレーニング
６．協働のためのアサーティブコミュニケーション

（一社）日本経営協会
　講師　咲良　美登理　氏

コーチング研修

【２日間】
１０月１７日～１８日 44人

１．コーチングの変遷、コーチングとは
２．コーチングスキルレクチャー
３．報連相シーンに活かすコミュニケーション
４．性格のタイプを知り相互理解と信頼関係を深める

アウェイクナー コーチングオフィス
　代表　岡崎　克哉　氏

ＯＪＴ研修
（一般職員向け）

【１日】
（オンライン）

６月２２日 44人

１．ＯＪＴとは何か／ＯＪＴ担当者の役割
２．ＯＪＴ担当者に求められる視点とスキル
３．新人への理解と指導ポイント
４．基本スキル

ナレッジネットワーク（株）
　代表取締役　森戸　裕一　氏

ＯＪＴ研修
（管理監督者向け）

【１日】
（オンライン）

６月２１日 41人

１．ＯＪＴとは何か／ＯＪＴ担当者の役割
２．育成方針の考え方、伝え方
３．ＯＪＴ担当者（部下）に求められる視点とスキル
４．ＯＪＴ担当者（部下）の指導と育成
５．目標設定と振り返り支援のポイント
６．育成環境を整える職場づくり

ナレッジネットワーク（株）
　代表取締役　森戸　裕一　氏

カウンセリング・マインド養成研修
～職場で活きるカウンセリングの心構え～

【２日間】
９月２０日～２１日 27人

１．聴くことについてのワーク
２．傾聴練習①
３．自己理解のワーク
４．傾聴練習②　まとめ

福岡県立大学　人間社会学部
　教授　吉岡　和子　氏

ハラスメント防止研修

【１日】
１１月１７日 33人

１．ハラスメントの実態
２．ハラスメントによる影響
３．セクハラの基本
４．パワハラの基本
５．その他の職場でおきやすいハラスメント
６．ハラスメントを防ぐ組織的な対応
７．ハラスメントのない職場づくり
８．ケーススタディ
９．日常生活で実践すること

（株）フォースコミュニティ
　講師　目代　久美子　氏

リーダーのためのレジリエンス研修

【１日】
１１月２日 36人

１．リーダーに求められるレジリエンスとは
２．自分のレジリエンスを高め、壁を乗り越える
３．部下の感情コントロールをサポートする
４．部下の自尊感情を高める
５．部下の自己効力感を高める
６．チームのレジリエンスを高める
７．まとめ

（株）インソース　九州支社
　　　　愛川　幸子　氏

管理監督者のための
メンタルヘルス研修

【１日】

１０月２５日 39人

１．はじめに
２．早期発見・早期対応（２次予防）
３．休職と職場復帰支援（３次予防）
４．風通しのいい職場づくり（１次予防）
５．自身のメンタル不調を防ぐ（１次予防）

（一社）日本産業カウンセラー協会　九州支部
　認定講師　駒田　優美子　氏

リスクマネジメント研修

【１日】

第１回　１１月１４日
第２回　１１月１５日

55人
１．リスクセンスを試そう
２．リスク管理の基本と職場管理
３．職場における平時のリスク対策策定演習

（一社）日本経営協会
　専任講師　森　健　氏

ヒューマンエラー防止研修

【１日】
１２月１３日 53人

１．ヒューマンエラーとは
２．ミスをなくす考え方
３．業務改善の考え方
４．エラーに強い組織へ
５．総合演習
６．まとめ

（株）日本コンサルタントグループ
　　　平井 彩子 氏

交渉力研修

【１日】

第１回　７月４日
第２回　７月５日

81人

１．交渉・折衝の本質について考える
２．交渉・折衝の準備事項
３．ケーススタディ
４．まとめ　～交渉・折衝に必要な「人間力」～

（一社）日本経営協会
　専任講師　森　健　氏

会議進行・協働促進の
スキル向上研修

～ファシリテーションスキル～

【１日】

１１月３０日 45人

１．これまでの会議を振り返る
２．ファシリテーションとは
３．準備の基本
４．対話の基本
５．可視化の基本
６．総合実践ワーク
７．これからの学びや実践へのアプローチ

九州大学大学院統合新領域学府客員教授
（特非）日本ファシリテーション協会
フェロー
早稲田大学マニフェスト研究所
人材マネジメント部会専門幹事
　　加留部　貴行　氏

分かりやすい説明の仕方研修
~

【１日】
１２月１５日 40人

１.「伝える」ポイントを考える
２．目的・意図を明確に
３．話の構造を考える
４．話の展開を考える
５．実際の話し方をトレーニングする
６．総合演習

（株）インソース
　講師　四元　絵美　氏

職
務
能
力
研
修
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■選択研修

研　修 日　程 参加人数 カリキュラム 講　師

タイムマネジメント研修

【１日】
９月２２日 49人

１．タイムマネジメントの重要性
２．タイムマネジメントの基本 計画
３．タイムマネジメントの基本 実行
４．実践タイムマネジメント
５．スケジューリングの実際
６．振り返り、まとめ

結エデュケーション（株）
　取締役　森田　壮　氏

伝わるデザイン術研修

【１日】
１２月１５日 52人

１．なぜ公務員に広報デザインが必要なのか
２．住民に伝わる広報
３．デザインのテクニック

ＰＲＤＥＳＩＧＮ　ＪＡＰＡＮ（株）
　代表取締役　佐久間　智之　氏

問題解決能力向上研修

【２日間】
１月１１日～１２日 44人

１．クリエイティブシンキングの活用
２．地域未来を創造する・発想手法の実践
３．論理的な思考の基本
４．問題解決の実践

（株）日本コンサルタントグループ
　講師　原田　明人 氏

政策形成研修

【２日間】
８月２３日～２４日 24人

１．環境変化の認識
２．問題発見・課題解決
３．政策・施策の立案
４．説明力

（株）日本コンサルタントグループ
　地域経営研究所　チーフコンサルタント
　　　　三浦　裕志　氏

議会答弁作成研修

【１日】
７月２５日 40人

１．議会答弁とは説明責任を果たすこと
２．質問事項取材での留意点
３．答弁書作成のポイント
４．議会本番をリアルに想定した答弁書とは
５．議会答弁書作成演習

（一社）日本経営協会
　講師　豊島　英明　氏

自治体職員のナッジ研修

【１日】
７月１９日 50人 １．ナッジ理論の理解とグループワーク

（株）キャンサースキャン
　代表取締役　福吉　潤　氏

職
務
能
力
研
修
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■選択研修

研　修 日　程 参加人数 カリキュラム 講　師

市町村民税研修

【２日間】

第１回　１１月　８日～　９日
第２回　１１月１５日～１６日

86人

１．納税義務者、非課税判定等
２．所得割の計算
３．所得控除
４．税額控除
５．配当割譲渡所得割、徴収方法
６．今後の主な税制改正
７．地方税法総則

（公財）東京税務協会
　専門講師　菊池　誠樹　氏

固定資産税（土地）研修

【２日間】
７月１２日～１３日 36人

１．固定資産評価基準の解説
２．納税者からの問い合わせ等対応について

（一財）日本不動産研究所　九州支社
　上席主幹　七元　広宣　氏

固定資産税（家屋）研修

【２日間】
９月５日～６日 49人

１．固定資産評価基準の解説
２．令和６基準の主な改正内容
３．課税関係・質問等

（一財）日本不動産研究所
　上席主幹　平井　敏彦　氏

税徴収事務新任者研修

【２日間】
（オンライン）

５月３０日～３１日 46人

１．徴収職員としての心構え
２．納税交渉（窓口、臨場等）
３．財産調査、質問検査と捜索
４．財産差押え（総則）
５．各種財産差押え（債権差押えを中心に）
６．交付要求・参加差押え
７．徴収猶予・滞納処分の停止
８．換価・配当の概要
９．最近の滞納整理上の問題点等・質疑応答

（一社）日本経営協会
　税理士・（元）国税庁
　講師　黒坂　昭一　氏

税徴収事務実務者研修

【１日】
６月１５日 37人

１．グループ討議
２．徴収事務のマネジメント
３．事例研究
４．問題演習

（元）市町村職員中央研修所教授
　野口税務会計事務所　所長
　税理士　　野口　茂　氏

使用料等の債権回収事務研修

【２日間】
８月２９日～３０日 33人

１．債権管理の基本原則
２．債権の意義
３．自治法・自治令による債権管理
４．自治法・自治令の問題点、運用上の問題点
５．あるべき債権管理への対応策
６．実際の裁判例から債権管理のあり方を考える
７．裁判上の手続き
８．民法改正への対応

（一社）日本経営協会
　講師　豊田　泰士　氏

複式簿記研修

【３日間】
６月７日～９日 49人

１．総論
２．商品売買
３．現金、預金、手形取引
４．その他の資産、負債取引
５．株式会社の資本取引
６．その他の勘定、訂正仕訳
７．決算

川庄公認会計士事務所　経営企画室
　室長　河野　徹　氏

地方公営企業会計研修

【１日】
９月１日 30人

１．簿記の活用
２．公営企業会計

日本ビジネスドック（株）
　財務管理診断士　関口　康尚　氏

地方公会計研修

【１日】
８月２９日 27人

１．新地方公会計制度の概要
２．新地方公会計制度の解説
３．財務書類の自治体経営への活用

ＥＹ新日本有限責任監査法人　福岡事務所
　公認会計士　久米村　翔　氏

契約事務研修

【２日間】
６月２７日～２８日 56人

１．地方財務会計制度と契約
２．契約制度を理解しておくことの必要性
３．自治体契約制度の全体像
４．自治体契約事務の基本原則
５．予算執行と契約実務
６．委託契約等の実務
７．公共契約の参加資格
８．リース契約の実務
９．工事契約の実務
10．契約制度の課題と対応
11．事例紹介

（一社）日本経営協会
　専任講師　樋口　満雄　氏

給与事務新任者研修

【１日】
５月１６日 50人

１．給与事務の基礎知識
２．給与事務の実務的運用

福岡県企画・地域振興部
　市町村振興局　行財政支援課
　　　　　　安野　航　氏

研修企画担当者研修

【１日】
４月２５日 25人

１．研修担当者の役割、研修の企画・実施に関する講
　　義・対話
２．研修業務全般に関する情報交換
３．研修参加者（受講者）が抱く研修ニーズ（期待・
　　不安・課題）についての対話
４．参加型研修の組み立て方と研修の評価と効果につい
　　ての講義・対話
５．最近の研修実施事例の紹介
６．これからの研修業務全般の改善に向けた対話

九州大学大学院統合新領域学府客員教授
（特非）日本ファシリテーション協会
フェロー
早稲田大学マニフェスト研究所
人材マネジメント部会専門幹事
　　加留部　貴行　氏

採用試験面接官の
面接力アップ研修

【１日】

６月２７日 35人

１．人材要件と評価要素を見直す
２．適切に評価するための手順を決める
３．集団討論で評価する
４．個人面接で評価する
５．良い受験者の応募を促進する
６．事前アンケートに対する回答
７．まとめ

（株）行政マネジメント研究所
　代表取締役社長　德田　貴史  氏

広報紙作成力向上研修

【１日】
６月２日 56人

１．広報デザインの基礎
２．写真の撮り方～お知らせ欄の作り方
３．伝わるデザイン術

ＰＲＤＥＳＩＧＮ　ＪＡＰＡＮ（株）
　代表取締役　佐久間　智之　氏

社会福祉法人監査研修

【２日間】
９月２０日～２１日 26人

１．複式簿記の基礎・財務諸表の見方
２．社会福祉法人会計基準の概要
３．指導監査ガイドラインの解説
４．社会福祉法人監査の実務
５．簡単な経営分析
６．不祥事事例から学ぶ監査のポイント

（一社）日本経営協会
　　千々松　英樹　氏

実
務
能
力
研
修
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■特別研修

セミナー名 日　程 参加人数 カリキュラム 講　師

市
町
村
長
特
別
セ
ミ
ナ
ー

私たちは、まだ見ぬ「DX」の
世界をどう目指すのか？

～これからの公務変革に向けた
  アプローチを考える～

７月２８日 55人

１．幹部がＤＸを理解する意味
２.「ＤＸ」とは「世界が変わること」
３.「ＤＸ」は、難しくない
４．変化に対応するための幹部の役割とは

（一社）官民共創未来コンソーシアム理事
（一財）地域活性化センターシニアフェロー
　　　　　　　　　　　箕浦　龍一　氏

Ｚ世代の傾向把握と指導法 １１月２１日 62人

１．管理監督職とＺ世代のギャップ
２．Ｚ世代の傾向を理解する
３．Ｚ世代をひとくくりで考えすぎない
４．一人ひとりを理解する
５．Ｚ世代を指導する際の注意点
６．Ｚ世代に対するコミュニケーションの取り方
７．現場で実践すること

（株）フォースコミュニティ
　　　　　　　　　　　梶　仁　氏

ほめるコミュニケーションが生む
組織活力とモチベーション

～あなたの周りは
  ダイヤの原石がいっぱい～

１月１６日 59人

１.「ほめる」とは
２．成長し続ける人の共通点は？
３．人と組織を活性化するヒント
４.「ほめる」「叱る」よりも大切なことは
５．価値の創造
６．マイナスも価値を見つけてプラス変換　価値の発見
７.「ほめ達！」の口癖とは
８．すぐに使える！実践できるものを見つける

オフィスファイン
　　　　　代表　中村　早岐子　氏

ダイバーシティ時代の
マネジメント力向上セミナー
 
～大人の発達障がいを理解しよう～

１月３１日 64人
１．大人の発達障がいの理解と演習
２．発達障がいの特性と具体的対応

（福）玄洋会
　東区第一障がい者基幹相談支援センター
　　　　　センター長　池田　顕吾　氏

政策立案入門セミナー ２月９日 19人

１．政策立案のポイントと留意点
２．個人ワーク
３．グループワーク
４．発表・講評及び総括

総務省地域力創造アドバイザー
　内閣官房地域活性化伝道師
　　　　　　　　　　　吉弘　拓生　氏

巡
回
ア
カ
デ
ミ
ー

エビデンスに基づく
政策立案のためのデータ活用

１０月１１日～１３日 49人

１．ＥＢＰＭ（エビデンスに基づく政策立案）に資する
　　統計データ活用

２．ＥＢＰＭ（エビデンスに基づく政策立案）のための
　　データ活用～ｅ－Ｓｔａｔ、ｊＳＴＡＴ ＭＡＰの使い方～

３．公務員のかんたんデータ活用術

４．佐賀市介護予防ＤＸ
　　～データを活用したスマートシティの実現へ～

５．統計学に基づくデータ分析のポイント

６．オープンデータ活用を意識した行政評価・ＥＢＰＭ

７．課題演習（討議・発表・講評）

総務省統計局統計情報システム管理官
　管理官補佐　　並木　剛　氏

総務省統計局統計情報システム管理官
　統計基盤デジタル化調整担当主査
　　　　　　　　大瀬　寛彰　氏

神奈川県秦野市監査事務局長
　　　　　　　　志村　高史　氏

佐賀市政策推進部ＤＸ推進課副課長
　兼スマートシティ係長
　　　　　　　　　菅　祐亮　氏

和から株式会社経営企画室長
　兼データサイエンティスト
　　　　　　　　　岡崎　凌　氏

東北大学大学院情報科学研究科准教授
　　　　　　　　　河村　和徳　氏

■政策課題研究

日程 参加人数 テーマ 講　師

第１回　５月３０日～３１日
第２回　６月２６日
第３回　７月１９日
第４回１０月２３日～２４日
第５回１２月１９日
第６回　２月　２日
第７回　２月２２日

11人
ＶＵＣＡ時代の行政のあり方
～予測困難な自治体の将来に向けて～

（一社）日本経営協会
　講師　早嶋　聡史　氏

課
題
別
セ
ミ
ナ
ー

研修

Ｆ－ｌａｂｏ
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福岡県市町村職員研修所の概要 
 

 
１ 名  称   福岡県市町村職員研修所 

    

２ 設置機関   福岡県自治振興組合 

    

福岡県自治振興組合は、昭和５７年３月３１日に県内９７全市町村（当時）の参

加を得て設立された地方自治法上の一部事務組合である。 

 

３ 所 在 地        〒816-0902 福岡県大野城市大字乙金８番地１ 

                福岡自治研修センター内 

           ＴＥＬ 092－504－0551 

           ＦＡＸ 092－504－0181 

４ 沿  革 

 
昭和５３年１２月  市町村職員の能力充実、強化並びに研修のあり方等を検討する

ため、県市長会、県町村会の代表などで構成する「福岡県市町
村職員研修制度研究協議会」発足 

 
   ５４年１１月  知事と町村会との懇談会において、市町村職員センター（仮称）

の建設について要望がなされ、知事は県職員研修所と一体化し
た自治 体研修センター構想を表明 

 
   ５５年 ３月  前記「研究協議会」において、市町村職員研修の進むべき方向

について、「福岡県市町村職員研修制度の提言」がなされる。 
 

   ５５年 ４月  上記「提言」に基づき、市町村職員研修所建設及び研修実施の
推進母体等について調査研究するため、市長会及び町村会の代
表などで構成する「福岡県市町村職員研修所建設委員会」発足 

 
   ５６年１１月  同委員会において、研修及び研修所建設等の推進母体として、

市町村の一部事務組合（仮称 福岡県自治振興組合）の設立案
を決定 

 
   ５７年 ３月  「福岡県自治振興組合」設立 
 
   ５８年 ２月  市町村職員の研修実施機関として、福岡県自治振興組合に「福

岡県市町村職員研修所」を設置 
 

５８年 ５月  福岡県自治会館において、市町村職員の研修を開始  
 
   ５８年１０月  知事が県議会において、大野城市に県と市町村の職員研修所を

併設する旨を表明 
 
   ５９年１０月  自治振興組合議会全員協議会において、「市町村職員研修所建設

基本構想」を了承 
 
   ６１年１１月  新研修所の建設に着工 
 

６３年 ２月  新研修所しゅん工 
 

６３年 ４月  新研修所において市町村職員の研修を開始 
 

令和 ５年 ３月  大規模改修事業（２か年で実施）を完了 
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５ 福岡県自治振興組合の組織 

 (１) 組 織 図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

(２) 職員数 
 

区  分 現 員 備    考 

職員（再任用職員を含む） １１名 市町村から派遣１０名、県からの派遣１名 

会 計 年 度 任 用 職 員  ２名  

合  計 １３名  

＊福岡県市町村公文書館の業務に従事する職員は除く。 
 

（３）市町村職員研修所の事務分掌 

福  
岡  
県  
市  
町  
村  
職  
員  
研  
修  
所  

研

修

課  

研

修

係  

１  研 修 の 実 施 に 関 す る こ と 。  
２  研 修 所 基 本 方 針 の 策 定 ・ 推 進 に 関 す る こ と 。  
３  研 修 運 営 協 議 会 に 関 す る こ と 。  
４  研 修 実 施 計 画 検 討 会 議 に 関 す る こ と 。  
５  受 託 研 修 に 関 す る こ と 。  
６  課 内 の 人 権 ・ 同 和 研 修 に 関 す る こ と 。  
７  研 修 負 担 金 及 び 受 託 事 業 収 入 の 算 定 に 関 す る こ と 。  
８  市 町 村 等 の 組 織 内 研 修 に 関 す る 支 援 及 び 協 力 に 関 す る こ と 。  
９  研 修 に 関 す る 情 報 の 収 集 及 び 提 供 に 関 す る こ と 。  
1 0  研 修 概 要 及 び 研 修 情 報 誌 等 の 編 集 及 び 発 行 に 関 す る こ と 。  
11  相 互 受 入 研 修 に 関 す る 県 職 員 研 修 所 と の 連 絡 調 整 に 関 す る こ と 。 

 
 

議 会  総務課  

会計管理者  

管理者  

監査委員  

副管理者  

副管理者  

総務係  

研修係  研修課  市町村職員  
研修所  

 

市町村  
公文書館  

総務企画班

第１係  
文書班  
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６　研修参加人員・研修回数の推移（昭和63年度～令和5年度）

　　 　年度

項目

昭和
63

平成
元 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

研修人員 2,988 3,294 3,250 3,573 3,902 4,193 4,107 4,102 4,328 4,601 4,536 4,270 4,345 4,455 4,325

研修回数 87 94 94 94 102 110 108 110 114 118 120 121 112 112 117
　　 　年度

項目

平成
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

研修人員 4,361 4,414 3,500 3,627 3,748 3,948 3,695 3,944 3,885 4,501 4,515 4,943 5,320 4,604 4,109

研修回数 125 123 113 112 118 123 119 124 122 132 137 139 139 133 117
　　 　年度

項目

平成
30

令和
元 2 3 4 5

研修人員 4,408 4,452 2,456 4,567 3,659 4,347

研修回数 113 117 85 125 86 106

○研修参加人員・研修回数の推移グラフ
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７　令和６年度福岡県自治振興組合歳入歳出予算

　一 般 会 計

歳　入 〈単位：千円〉

令和６年度当初予算額 令和５年度当初予算額 比　　較

１　　分担金及び負担金 36,107 34,503 1,604

研修負担金 26,632 24,007 2,625

研修施設使用負担金 0 0 0

職員採用試験負担金 9,475 10,496 △ 1,021

２　　使用料及び手数料 412 17 395

３　　財産収入 10,191 13,161 △ 2,970

４　　繰入金 79,664 85,004 △ 5,340

５　　繰越金 500 500 0

６　　諸収入 154,422 154,279 143

預金利子 3 2 1

市町村振興協会基金交付金 153,000 153,000 0

研修受託事業収入 1,401 1,263 138

雑入 18 14 4

歳　入　合　計 281,296 287,464 △ 6,168

歳　出 〈単位：千円〉

令和６年度当初予算額 令和５年度当初予算額 比　　較

１　　議会費 264 215 49

２　　総務費 145,013 160,456 △ 15,443

一般管理費 50,278 53,742 △ 3,464

財産管理費 94,397 106,378 △ 11,981

監査委員費 338 336 2

３　　自治振興費 135,018 125,792 9,226

研修企画費 87,232 78,860 8,372

研修事業費 34,919 33,590 1,329

研究事業費 3,392 2,846 546

市町村職員採用試験費 9,475 10,496 △ 1,021

４　　諸支出金 1 1 0

５　　予備費 1,000 1,000 0

歳  出  合  計 281,296 287,464 △ 6,168

区　　　　　　　　分

区　　　　　　　　分
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福岡県自治振興組合負担金条例 
昭和６２年１０月９日 
条 例 第 １ 号           

 （趣  旨） 
第１条 この条例は、福岡県自治振興組合規約（以下「規約」という。）第１６条の規定に基づ

き、福岡県自治振興組合（以下「組合」という。）を組織する市町村の負担金の分賦に関し、

必要な事項を定めるものとする。 
 （負 担 金） 
第２条 規約第１５条第３号に規定する関係市町村の負担金は、次の各号に定めるとおりとする。 

（１） 研修負担金 
（２） 市町村職員統一採用試験負担金 

 （負担金の額等） 
第３条 前条各号に掲げる負担金を負担すべき団体及び負担金の額は、別表に定めるところによ

る。 
 （納入通知等） 
第４条 組合の管理者（以下「管理者」という。）は、研修負担金にあっては当該研修終了後、

市町村職員統一採用試験負担金にあっては当該採用試験終了後、速やかに市町村別に当該負担

金の額を決定し、関係市町村長に通知しなければならない。 
２ 前項の通知を受けた市町村は、当該通知に指定した納期限までに当該通知に係る負担金を納

入しなければならない。 
３ 前項の場合において、管理者は当該納期限までに納付できないことについてやむを得ない事

由があると認める場合においては、分割納付をさせることができる。  
 （負担金の減免） 
第５条 管理者は、前２条の規定にかかわらず、財政事情その他特段の事由により負担金を納入  

することが著しく困難と認めるときは、負担金の額を減免することができる。 
 （負担金の端数計算） 
第６条 前３条の規定により負担金の額を算定する場合において、その額に百円未満の端数を生

じたときは、その端数を切り上げる。 
 （委  任） 
第７条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に規則で定める。 
   附 則 
 この条例は、昭和６３年４月１日から施行する。 
   附 則（平成８年福岡県自治振興組合条例第２号）  
 この条例は、平成９年４月１日から施行する。 
   附 則（平成１１年福岡県自治振興組合条例第３号） 
 この条例は、平成１２年４月１日から施行する。 
   附 則（平成１６年福岡県自治振興組合条例第１号） 
 この条例は、平成１６年４月１日から施行する。 

附 則（平成２９年２月２０日 条例第３号） 

 この条例は、平成２９年４月１日から施行する。 

附 則（令和５年２月２４日 条例第７号） 
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 この条例は、令和５年４月１日から施行する。 

 
別 表（第３条関係） 
 
ア 研 修 負 担 金 
負 担 す べ き 団 体                   負  担  金  の  額       （円） 

研修生の所属する団体 
研修費（研修生１人・１日当たり） ２，６００ 
宿泊費（研修生１人・１泊当たり） １，３００ 

 
イ 市町村職員統一採用試験負担金 

負  担  す  べ  き  団  体 負 担 金 の 額   （円） 

（公財）日本人事試験研究センターによる 
   市町村職員採用試験実施団体 実    費 
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福岡県自治振興組合負担金条例の施行に関する規則 
 

昭和６３年３月２日 
規 則 第 ２ 号          

 （目  的） 
第１条 この規則は、福岡県自治振興組合負担金条例（昭和６２年福岡県自治振興組合条例第１

号。以下「条例」という。）第７条及び別表の規定により条例の施行等に関し、必要な事項を

定めることを目的とする。 
 （負担金の分賦納入の時期等） 
第２条 条例第２条に規定する負担金の分賦納入の時期等については、別表第１に定めるところ

による。 
 （納入通知書の発付等） 
第３条 管理者は、条例第４条の規定により負担金の額を決定したときは、福岡県自治振興組合

財務規則（昭和５９年福岡県自治振興組合規則第４号）第２１条に規定する納入通知書により

納入義務者に通知するものとする。 
２ 管理者は、納入通知書発付後、負担金に異動を生じたとき、又は錯誤があったときは、次の

各号により処理するものとする。 
 （１） 納入通知書に記載した負担金額に不足があるときは、当該不足金額に係る納入通知書

を発するものとする 
 （２） 納入通知書に記載した負担金額が過大であるときは、第１号様式による負担金額変更

通知書を発するものとする 
３ 管理者は、過誤納に係る負担金を還付するとき、又は未納に係る負担金に充当したときは、

第２号様式による通知書により当該納入者に通知するものとする。 
 （災害等による負担金の分割納付） 
第４条 条例第４条第３項に規定する「やむを得ない事由」とは、次の各号に掲げる場合をいう。  
 （１） 震災、風水害、火災その他これに類する災害により一時的に負担金を納入することが

できないとき 
 （２） 人為による異常な災害、事故等により一時的に負担金を納入することができないとき 
 （３） その他特段の事情があり管理者が必要と認めたとき 
 （分割納付等の申請） 
第５条 条例第４条第３項の規定によって負担金の分割納付を申請する者は第３号様式による申

請書、条例第５条の規定によって負担金の減免の申請をする者は第４号様式による申請書によ

って管理者に申請しなければならない。 
２ 管理者は、前項の申請に対する処分を決定したときは、第５号様式による通知書により申請

者に通知するものとする。 
 （この規則の施行に関し必要な事項） 
第６条 この規則の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。  
   附 則 
 この規則は、昭和６３年４月１日から施行する。 
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   附 則（平成２年福岡県自治振興組合規則第３号） 
 この規則は、交付の日から施行する。 
   附 則（平成４年福岡県自治振興組合規則第１号） 
 この規則は、平成４年４月１日から施行する。 
   附 則（平成８年福岡県自治振興組合規則第２号） 
 この規則は、平成８年４月１日から施行する。 
   附 則（平成８年福岡県自治振興組合規則第３号） 
 この規則は、平成９年４月１日から施行する。 
   附 則（平成１７年福岡県自治振興組合規則第２号） 
 この規則は、平成１７年２月３日から施行する。 

附 則（平成２９年３月３日規則第３号） 

 この規則は、平成２９年４月１日から施行する。 

附 則（令和５年３月２日規則第７号） 

 この規則は、令和５年４月１日から施行する。 

附 則（令和６年福岡県自治振興組合規則第１号） 

 この規則は、令和６年４月１日から施行する。 

 
 
別表第１（第２条関係） 
 

負 担 金 の 分 賦 納 入 の 時 期 等 

 

負 担 金           分 賦 納 入 の 時 期 等 

研修負担金 

研修の実積 納期限 

１ 期 

２ 期 

３ 期 

４ 期 

   ４月、 ５月 

   ６月～ ８月 

   ９月～１１月 

  １２月～ ３月 

    ３月１５日 

市町村職員統一採用試験負担金                 随           時 
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福岡県市町村職員研修規則 

昭和５８年２月５日 

規 則 第 １ 号 

第１章 総則 

（趣旨） 

第１条 この規則は、福岡県自治振興組合規約（昭和５７年３月３１日５６地行第８４３号許可。以下

「組合規約」という。）第４条第１号に定める市町村職員の研修に関し、必要な事項を定めるものと

する。 

（設置） 

第２条 市町村職員の研修を実施するため、福岡県自治振興組合に福岡県市町村職員研修所（以下「研

修所」という。）を置く。 

（研修の目的） 

第３条 研修は、職員の資質を向上し、その勤務能率の発揮及び増進を図り、もって行政の民主的かつ

能率的な運営に寄与することを目的とする。 

（研修の区分） 

第４条 研修は、階層別研修、選択研修、政策課題研究及び特別研修とする。 

２ 階層別研修とは、職員にその職務を遂行するために必要な一般的知識、教養、技能等を修得させる

ことを目的として行う研修をいう。 

３ 選択研修とは、職員にその職務を遂行するために必要な専門的知識及び技能を修得させ、その実務

能力の向上を図ることを目的として行う研修をいう。 

４ 政策課題研究とは、時機に応じた行政課題を具体的に調査研究し、課題への認識を深め政策立案能

力の向上を図ることを目的として行う研修をいう。 

５ 特別研修とは、前３項に掲げる研修以外の研修をいう。 

第２章 運営協議会 

（運営協議会） 

第５条 福岡県市町村職員研修の円滑な実施を図るため、研修所に福岡県市町村職員研修運営協議会

（以下「協議会」という。）を置く。 

（所掌事務） 

第６条 協議会は管理者の求めに応じ、次の各号に掲げる事項について意見を述べるものとする。 

（１） 研修に関する基本的事項 

（２） 研修計画の策定に関する事項 

（３） その他管理者が特に必要と認める事項 

（組織） 

第７条 協議会は、委員１２人以内で組織する。 

２ 委員は、次の各号に定める職にある者をもって充てる。 

（１） 福岡県知事と協議し、管理者が指定する県の職員の職 

（２） 福岡県市長会長と協議し、管理者が指定する市の研修担当部（課）長 

（３） 福岡県町村会長と協議し、管理者が指定する町村の研修担当部（課）長 

３ 前項第２号及び第３号の指定は、２年ごとに行う。ただし、管理者が必要と認めたときは、この限

りでない。 

（会長及び副会長） 

第８条 協議会に会長及び副会長それぞれ１人を置き、委員の互選によってこれを定める。 
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２ 会長は、協議会に関する事務を総括する。 

３ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代行する。 

（会議） 

第９条 協議会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。 

２ 協議会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。 

３ 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。 

４ 前項の場合においては、議長は、委員として議決に加わることはできない。 

（庶務） 

第１０条 協議会の庶務は、研修所において行う。 

第３章 研修 

（研修計画） 

第１１条 福岡県市町村職員研修所長（以下「研修所長」という。）は、毎年３月３１日までに翌年度

の研修の実施計画を作成し、市町村長に通知するものとする。 

（研修生の決定） 

第１２条 研修を受ける職員（以下「研修生」という。）は、市町村長の推薦に基づき研修所長が決定

する。 

２ 市町村長は、研修生を推薦するときは、研修所長が指定する日までに、研修所長が指定するウェブ

サイト（以下「ウェブサイト」という。）へ情報を入力または研修生推薦書（様式第１号）を提出す

るものとする。 

３ 研修所長は、前項の推薦に係る職員が、別に研修所長が定める資格要件等に適合すると認めたとき

は、研修生として決定し、すみやかに当該市町村長に通知するものとする。 

４ 市町村長は、前項の規定により研修生として決定された者が、特別な理由により研修に参加するこ

とが困難であると認めたときは、ウェブサイトへ情報を入力しなければならない。 

５ 研修所長は、前項の申請を受けた場合において、その理由がやむを得ないものであると認めたとき

は、決定の変更をすることができる。 

（研修生の服務） 

第１３条 研修生は、研修の期間中、研修所長の定める規律に従い、研修に専念しなければならない。 

（退所措置） 

第１４条 研修所長は、研修生が次の各号の一に該当するときは、当該市町村長と協議のうえ、退所さ

せることができる。 

（１） 正当な理由がなく、研修に出席しないとき。 

（２） 所長の定める規律に違反し、改める見込みがないとき。 

（３） 心身の故障のため、研修に堪えないとき。 

（４） やむを得ない事由により、退所を願い出たとき。 

２ 研修所長は、前項の規定により退所を命じ、又は退所の承認をしたときは、当該市町村長にすみや

かに通知するものとする。 

（効果の測定） 

第１５条 研修所長は、研修生に対して試験その他の方法により研修効果の測定を行うことができる。 

（研修修了者の認定） 

第１６条 研修所長は、研修生のうち、その研修課程に係る全研修時間の４分の３以上出席し、かつ、

研修所長が適当と認める者を研修修了者として認定する。 

（研修結果の通知） 

第１７条 研修所長は、研修が終了したときはすみやかにその結果を研修結果通知書（様式第２号）に
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より当該市町村長に通知するものとする。 

（研修の記録） 

第１８条 研修所長は、研修が終了したときは、そのつど研修記録（様式第３号）を作成し、保管しな

ければならない。 

（市町村長等に対する協力） 

第１９条 研修所長は、市町村並びに他の地方公共団体及びその他の団体等が行う研修に関し、講師の

派遣その他必要と認める協力をすることができる。 

（適用除外） 

第２０条 第１２条から第１７条までの規定は、地方公務員法（昭和２５年法律第２６１号）第３条第

３項に規定する職員を対象とする研修に関して適用しない。 

（委任） 

第２１条 この規定に定めるもののほか、研修の実施に関し必要な事項は、研修所長が別に定める。 

附 則 

1 この規則は、公布の日から施行する。 

2 第10条から第19条まで及び第21条の規定による研修所長の職務は、当分の間、組合規約第10条第3

項第2号の規定により選任された副管理者がこれを行う。 

附 則(昭和63年福岡県自治振興組合規則第3号) 

この規則は、昭和63年4月1日から施行する。 

附 則(平成9年福岡県自治振興組合規則第1号) 

この規則は、公布の日から施行する。 

附 則(平成10年福岡県自治振興組合規則第3号) 

この規則は、平成10年4月1日から施行する。 

附 則(平成11年福岡県自治振興組合規則第2号) 

この規則は、平成11年4月1日から施行する。 

附 則(平成13年福岡県自治振興組合規則第1号) 

この規則は、平成13年4月1日から施行する。 

附 則(平成14年福岡県自治振興組合規則第1号) 

この規則は、平成14年4月1日から施行する。 

附 則(平成15年福岡県自治振興組合規則第2号) 

この規則は、平成15年4月1日から施行する。 

附 則(平成17年福岡県自治振興組合規則第2号) 

この規則は、平成17年2月3日から施行する。 

附 則(平成19年福岡県自治振興組合規則第4号) 

この規則は、平成19年4月1日から施行する。 

附 則(平成20年福岡県自治振興組合規則第1号) 

この規則は、公布の日から施行する。 

附 則(平成22年4月1日規則第4号) 

この規則は、平成22年4月1日から施行する。 

附 則(令和3年7月29日規則第5号) 

この規則は、公布の日から施行する。 

附 則(令和4年1月24日規則第3号) 

この規則は、令和4年4月1日から施行する。 
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市町村職員中央研修所及び全国市町村国際文化研修所 

研修補助金交付要綱 
  

平成２８年１２月２日  
                              要 綱 第 １ 号 
 

（趣旨） 
第１条 この要綱は、福岡県市町村職員研修所が、市町村職員の資質、能力向上を図るため、

市町村職員中央研修所（以下「市町村アカデミー」という。）及び全国市町村国際文化研

修所（以下「国際文化アカデミー」という。）の実施する研修への受講を促進することを

目的とし、市町村に対し、予算の範囲内において補助金を交付するために必要な事項を定

める。 
（交付の対象） 

第２条 交付の対象とする研修は、市町村アカデミー及び国際文化アカデミーが実施する

研修とする。ただし、福岡県市町村職員研修所長（以下「研修所長」という。）が別に定

めるものは、交付の対象から除外する。 
（補助金の額） 

第３条 補助金の額は、交付を受ける市町村が定める旅費条例等により算出した旅費の額

に相当する額とする。ただし、補助金の１件当りの限度額は、市町村アカデミー６５，０

００円、国際文化アカデミー５０，０００円とする。 
（申請手続） 

第４条 市町村長は、補助金の交付を受けようとするときは、研修補助金交付申請書（様式

第１号）を研修所長に提出しなければならない。 
２ 前項に規定する申請書の提出期限は、研修所長が別に定める。 

（交付の決定等） 
第５条 研修所長は、前条に規定する申請書が提出されたときは、その内容を審査し、その

結果を研修補助金交付等決定通知書（様式第２号）により、申請した市町村長に通知する

ものとする。 
２ 交付の決定を受けることができる人数は、同一年度において、１団体につき３名までと

する。 
（申請の変更等） 

第６条 補助金の交付の決定を受けた市町村長は、申請内容を変更しようとするとき又は

申請の取下げを行おうとするときは、派遣計画変更等承認申請書（様式第３号）を、研修

所長に提出しなければならない。 
２ 研修所長は、前項に規定する申請書の内容を適当と認めたときは、派遣計画変更等承認

決定通知書（様式第４号）により、変更等を申請した市町村長に通知するものとする。 
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（実績報告） 
第７条 市町村長は、研修修了後２週間以内に、研修実績報告書（様式第５号）を研修所長

に提出しなければならない。 
 （補助金額の確定等） 
第８条 研修所長は、前条に規定する実績報告を受けたときは、交付すべき補助金の額を確

定し、研修補助額確定通知書（様式第６号）により、当該市町村長に通知するものとする。 
 （交付の請求等） 
第９条 市町村長は、前条に規定する通知を受けたときは、速やかに研修補助金交付請求書

（様式第７号）を研修所長に提出しなければならない。 
２ 研修所長は、前項に規定する請求書を受けたときは、市町村長が指定する口座に補助金

を支払うものとする。 
 
   附 則 
 この要綱は、平成２９年２月１日から施行する。 
 

附 則（平成２９年福岡県自治振興組合要綱第４号） 
 この要綱は、平成３０年２月１日から施行する。 
 

附 則（令和２年１０月１９日要綱第２号) 
 この要綱は、令和３年４月１日から施行する。 
 

附 則（令和６年１月１１日要綱第１号) 
 この要綱は、令和６年４月１日から施行する。 
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計

画
 

申
込

研
修

所
名

 
市
町

村
ア

カ
デ

ミ
ー

 
・

 
国

際
文

化
ア

カ
デ

ミ
ー

 

申
込
研

修
名

 
 

開
催
期

間
 

 
年

 
月
 

日
 

～
 

 
年

 
月

 
日

 

ふ
り
が

な
 

受
講
者

氏
名

 
  

年
 齢

 
 

性
 別

 
 

受
講

者
の

所
属
・
職

名
 

（
部

・
課
・

係
等

）
 

 

受
講
理

由
 

（
簡
潔

に
）

 
 

申
請
担

当
課

 
 

申
請

担
当

者
名

 
 

３
 

添
付
書

類
 

 
 

（
１

）
研
修

受
講

決
定

通
知

書
の

写
し

 
（

２
）

旅
行

命
令

書
の

写
し

 
（

３
）

旅
費

内
訳

書
（

旅
行

行
程

、
金

額
内

訳
が

わ
か

る
も

の
）

 
  

様
式

第
２

号
（

第
５

条
関

係
）

 

（
公

印
省

略
）

 

文
書

番
号

 
 
 

年
 

 
月

 
 

日
 

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
様

 
 

福
岡

県
市
町

村
職

員
研

修
所

長
 

 
 

 
研
修

補
助

金
交

付
等

決
定

通
知

書
 

 
 

 
年

 
 

月
 

 
日

付
 

第
 

号
で

申
請

が
あ

っ
た

研
修

補
助

金
の

交
付

に
つ

い
て

、
市

町
村

職
員

中
央

研
修

所
及

び
全

国
市

町
村

国
際

文
化

研
修

所
研

修
補

助
金

交
付

要
綱

第
５

条
の

規
定

に
よ

り
、

下
記

の
と

お
り

決
定

し
ま

し
た

の
で

通
知

し
ま

す
。

 
 

記
 

 １
 

交
付

の
可

否
 

可
 
・

 
否

 
 

２
 

受
講

者
氏

名
 

 

３
 

交
付

決
定

額
 

 
 
 

 
 

 
 

円
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様
式

第
３
号

（
第

６
条

関
係

）
 

文
書

番
号

 
 

 
年

 
 

月
 

 
日

 
福

岡
県
市

町
村

職
員

研
修

所
長

 
様

 
市

町
村

長
名

 
  

派
遣

計
画

変
更

等
承

認
申

請
書

 
 

 
 

年
 

 
月

 
 

日
付

福
自

振
第

 
号

で
決

定
を

受
け

た
研

修
補

助
金

の
交

付
に

係
る

派
遣

計
画

に

つ
い

て
、

市
町

村
職

員
中

央
研

修
所

及
び

全
国

市
町

村
国

際
文

化
研

修
所

研
修

補
助

金
交

付
要

綱
第

６
条

の
規

定
に
よ

り
、

下
記

の
と

お
り

申
請

し
ま

す
。

 
 

記
 

（
1）

 受
講

者
氏

名
 

（
2）

 研
修

所
名

  
  

  
  

 市
町
村

ア
カ

デ
ミ

ー
  

 ・
  

 国
際

文
化

ア
カ

デ
ミ

ー
  

（
3）

 研
修

名
  

（
4）

 研
修

期
間

  
  

  
  

 年
  

  
月

  
  

日
 ～

  
  

  
 年

  
  

月
  

  
日
 

 
 （

※
該

当
す

る
番

号
に

○
）

 
１
 

申
請

内
容

を
変

更
し

ま
す

。
 

２
 

申
請

を
取

り
下

げ
ま

す
。

 

変
更
・

取
下

げ
理

由
 

 

 （
変

更
の
場

合
：

変
更

の
あ

る
事

項
の

み
記

載
）

 
変

更
事

項
 

変
更

前
 

変
更

後
 

交
付

申
請

額
 

 
 

研
修

所
名

 
 

 
研

修
名

 
 

 
開

催
期

間
 

 
 

ふ
り

が
な

 
受
講

者
氏

名
 

  
  

受
講

者
の

所
属

・
職

名
 

（
部
・

課
・

係
等

）
 

 
 

年
 

齢
 

 
 

性
 

別
 

 
 

  

様
式

第
４

号
（

第
６

条
関

係
）

 

（
公

印
省

略
）

 

文
書

番
号

 
 
 

年
 

 
月

 
 

日
 

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
様

 
 

福
岡

県
市
町

村
職

員
研

修
所

長
 

  
 

派
遣

計
画

変
更

等
承

認
決

定
通

知
書

 
 
 

 
年

 
 

月
 

 
日

付
 

第
 

号
で

申
請

が
あ

っ
た

研
修

補
助

金
の

交
付

に
係

る
派

遣
計

画
の

変
更

等
に

つ
い

て
、

市
町

村
職

員
中

央
研

修
所

及
び

全
国

市
町

村
国

際
文

化
研

修
所

研
修

補
助

金
交

付
要

綱
第

６
条

の
規

定
に

よ
り

、
下

記
の

と
お

り
決

定
し

ま
し

た
の

で
通

知
し

ま
す

。
 

 
記

 
 

（
変

更
・
取

下
げ

）
を

認
め

る
 

 
（
変

更
の

場
合

）
 

変
更

事
項

 
決

定
事

項
 

交
付

申
請

額
 

 
研

修
所

名
 

 
研

修
名

 
 

開
催

期
間

 
 

ふ
り

が
な

 
受
講

者
氏

名
 

  
受

講
者
の

所
属

・
職

名
 

（
部
・

課
・

係
等

）
 

 

年
 

齢
 

 
性

 
別
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様
式

第
５
号

（
第

７
条

関
係

）
 

文
書

番
号

 
 

 
年

 
 

月
 

 
日

 
 福

岡
県
市

町
村

職
員

研
修

所
長

 
様

 
市

町
村

長
名

 
  

 
研
修

実
績

報
告

書
 

 
 

 
年

 
 

月
 

 
日

付
福

自
振

第
 

号
で

決
定

が
あ

っ
た

研
修

補
助

金
の

交
付

に
つ

い
て

、
市

町
村

職
員

中
央

研
修

所
及

び
全

国
市

町
村

国
際

文
化

研
修

所
研

修
補

助
金

交
付

要
綱

第
７

条
の

規
定

に
よ

り
、

下
記

の
と
お

り
報

告
し

ま
す

。
 

 
記

 
 １

 
受

講
者

氏
名

 
 

２
 

研
修

所
名

 
市

町
村

ア
カ

デ
ミ

ー
 

・
 

国
際

文
化

ア
カ

デ
ミ

ー
 

３
 

研
修

名
 

 

４
 

開
催

期
間

 
年

 
 

月
 

 
日

 
～

 
 

 
年

 
 

月
 

 
日

 

５
 

交
付
決

定
額

 
 

 
 

 
 

 
 

円
 

６
 

旅
費
支

給
額

 
 

 
 

 
 

 
 

円
 

７
 

添
付

書
類

 
（

1）
修

了
証

書
又

は
受

講
証

明
書

の
写

し
 

（
2）

受
講

者
へ

の
旅

費
の

支
払

い
が

確
認

で
き

る
支

出
命

令
書

（
決

裁
後

）

の
写

し
 

（
3）

（
概

算
払

い
又

は
資

金
前

渡
の

場
合

）
精

算
書

（
決

裁
後

）
の

写
し

 
（

4）
研

修
感

想
文

（
所

定
の

様
式

を
使

用
す

る
こ

と
）

 

   

様
式

第
６

号
（

第
８

条
関

係
）

 

（
公

印
省

略
）

 

文
書

番
号

 
 
 

年
 

 
月

 
 

日
 

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
様

 
 

福
岡

県
市
町

村
職

員
研

修
所

長
 

  
 

研
修

補
助

額
確

定
通

知
書

 
 
 

 
年

 
 

月
 

 
日

付
 

第
 

号
で

実
績

報
告

が
あ

っ
た

研
修

補
助

金
の

交
付

に
つ

い
て

、
市

町
村

職
員

中
央

研
修

所
及

び
全

国
市

町
村

国
際

文
化

研
修

所
研

修
補

助
金

交
付

要
綱

第
８

条
の

規
定

に
よ

り
、

下
記

の
と

お
り

確
定

し
ま

し
た

の
で

通
知

し
ま

す
。

 
 

記
 

 １
 

受
講

者
氏

名
 

 

２
 

交
付

確
定

額
 

 
 
 

 
 

 
 

円
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様
式

第
７
号

（
第

９
条

関
係

）
 

文
書

番
号

 
 

 
年

 
 

月
 

 
日

 
 

福
岡

県
市

町
村

職
員

研
修

所
長

 
様

 
 

市
町

村
長
名

 
㊞

 
 

研
修
補

助
金

交
付

請
求

書
 

 
 

 
年

 
 

月
 

 
日

付
福

自
振

第
 

号
を

も
っ

て
額

の
確

定
通

知
が

あ
っ

た
研

修
補

助
金

の
交

付
に

つ
い

て
、

市
町

村
職

員
中

央
研

修
所

及
び

全
国

市
町

村
国

際
文

化
研

修
所

研
修

補
助

金
交

付
要

綱
第

９
条

の
規

定
に
よ

り
、

下
記

の
と

お
り

請
求

し
ま

す
。

 
 

記
 

 １
 

請
求
額

 
 

 
 

 
金

 
 

 
 

 
 

 
円

 
  

（
請

求
に

伴
う

内
容

）
 

 
 

（
1）

 受
講

者
氏

名
 

（
2）

 研
修

所
名

  
  

  
  

  
 市

町
村

ア
カ
デ

ミ
ー

 ・
 国

際
文
化

ア
カ

デ
ミ

ー
  

（
3）

 研
修

名
  

（
4）

 研
修

期
間

  
  

  
  

  
 年

  
  

月
  

  
日

  
～

  
  

  
  

  
  

  
 年

  
  
月

  
  

日
  

（
5）

 交
付

確
定

額
 

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

 円
 

 ２
 

振
込
先

 
 

 
 

 
別

紙
「

口
座

振
替

依
頼

書
」

の
と

お
り
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人材育成に係る研修助成金交付要綱 

令和２年４月１日 

要 綱 第 １ 号  

（趣旨） 

第１条 この要綱は、職員の資質、能力向上を図るため、組織内及び民間の研修団体への派遣の研修（以下「研

修」という。）を実施した市町村に対して、福岡県市町村職員研修所が助成金を交付することに関し、必

要な事項を定めるものとする。 

（助成の対象） 

第２条 助成の対象は、福岡県内の市町村とする。 

（助成対象の研修） 

第３条 助成の対象とする研修は、次の各号に定めるものとする。 

（１）行政事務の能率向上に寄与する研修 

（２）資質向上のための研修 

（３）その他人材育成のための研修 

２ 前項に係る研修は、福岡県内の複数の市町村が共同で実施した場合においても対象とすることができる。 

（助成金の内容） 

第４条 助成対象となる経費（以下「経費」という。）は、次の各号に定めるものとする。 

（１）講師謝金 

（２）講師旅費 

（３）会場代 

（４）前３号にかかる経費として支出した委託料 

（５）研修参加費 

２ 助成金の範囲は次の各号に定めるものとする。 

（１）前項により支出した経費に対し、３００，０００円を上限額に助成する。ただし、３００，０００

円の内、民間の研修団体への派遣に係る経費の上限は、１００，０００円とする。 

（２）第３条第２項に係る場合は、それぞれの市町村が負担した経費を助成対象とする。 

（助成の手続き） 

第５条 助成金の交付を受けようとする市町村（以下「申請者」という。）は、同一年度において、１回限り

の申請とし、複数の研修を合算し申請することができる。 

２ 申請者は、研修終了の日から起算して原則３０日以内又は研修終了日が属する年度の３月１０日のいずれ

か早い日までに研修助成金交付申請書（様式第１号）に次に掲げる書類を添えて申請しなければならない。 

（１）研修経費積算書（総額） 

（２）支出命令書の写し 

（３）研修報告書 

（４）その他必要と認める書類 

３ 研修所長は、前項に規定する申請書の提出があったときは、その内容を審査し、その結果を研修助成金交

付決定通知書（様式第２号）により申請者に通知するものとする。 
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４ 申請者は、前項に規定する通知を受けたときは、速やかに研修助成金交付請求書（様式第３号）を研修所

長に提出しなければならない。 

５ 研修所長は、前項に規定する請求書に基づき助成金を交付するものとする。 

（情報の開示） 

第６条 研修所長は、助成金の交付対象となった研修の内容を公開するものとする。 

（その他） 

第７条 この要綱に定めるもののほか、助成金の交付に関し、必要な事項は、研修所長が別に定める。 

 

附 則 

この要綱は、令和２年４月１日から施行する。 

 

附 則（令和３年１月２５日要綱第１号） 

この要綱は、令和３年４月１日から施行する。 

 

附 則（令和４年１月２７日要綱第２号) 

この要綱は、令和４年４月１日から施行する。 

 

附 則（令和６年１月１１日要綱第２号) 

この要綱は、令和６年４月１日から施行する。 
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研修実施計画検討会議設置要綱 
 

                                平成１５年４月１日施行 
 
（設置及び目的） 
第１条 福岡県市町村職員研修所（以下「研修所」という。）の研修事業が、常に環境の変化に

対応し、市町村ニーズを反映したものとして実施できるよう、研修所に「研修実施計画検討会議」

（以下「検討会議」という。）を置く。 
 
（所掌事務） 
第２条  検討会議は、研修所長の求めに応じ、次の各号に掲げる事項について検討を行う。 
（１）研修実施計画に関すること 
（２）その他、研修所長が特に必要と認める事項 
 
（組 織） 
第３条 検討会議は、委員１０人以内で組織する。 
２ 委員は、次の各号に掲げる者のうちから研修所長が委嘱する。 
（１）市町村の職員（研修担当係長または担当職員） 
（２）研修所職員 
（３）その他研修所長が特に必要と認める者 
 
（任 期） 
第４条 委員の任期は、委嘱の日から２年とする。ただし、再任を妨げない。 
２ 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。 
 
（会 議） 
第５条 検討会議は、研修所長が招集する。 
２ 研修所長が必要と認めるときは、委員以外の者を会議に出席させることができる。 
 
（経 費） 
第６条 検討会議に要する費用は、福岡県自治振興組合が負担する。 
 
（事務局） 
第７条 検討会議の事務局は、研修所研修課に置く。 
 
 
附則 
この要綱は、平成１５年４月１日から施行する。 
 

福岡県市町村職員研修所では、行政課題を把握し、市町村のニーズを反映させた研修を

企画・実践するため、「研修運営協議会」「研修実施計画検討会議」を開催し、協議・検討を行

っています。 

委員は、県内自治体を８つに分け、ブロック毎（福岡地区、北九州地区、糟屋地区、直鞍・嘉

飯地区、北筑後地区、南筑後地区、田川地区、京築地区）に、研修担当課長から１名、係長等か

ら１名に輪番制で就任していただいています。任期は２年です。 

研修運営協議会・研修実施計画検討会議委員 輪番制について 
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研修用の DVD 貸出 

 

県内市町村・一部事務組合の組織内研修など独自研修の支援を行うため、ＤＶＤの貸し出しを行って 

います。「貸出ＤＶＤ一覧」「貸出状況一覧」及び「ＤＶＤ貸出申込書」は、研修所ホームページに掲載

していますのでご確認ください。 

  

【 貸出手順 】 

① 利用したいＤＶＤを「貸出ＤＶＤ一覧」で探す。 

② 利用したいＤＶＤが貸出中でないかを「貸出状況一覧」で確認する。 

③ 研修担当課を通して「ＤＶＤ貸出申込書」をＦＡＸもしくはメールで提出する。 

（貸出申込は５本以内） 

 

【 注意事項 】 

○ 個人的な貸し出しの申し出には応じていません。必ず研修担当課を通して申し込んでください。 

○ 貸出中に破損や紛失があった場合は、実費を負担していただきます。 

○ 貸出期間は、貸出日及び返却日を含み原則１０日以内（土日祝日及び 12/29～1/3 を除く）です。

なお、延長が必要な場合はご相談ください。（配送の場合は、発着日含めて１０日間） 

○ 貸出方法は、手渡しまたは着払いで配送します。 

○ 配送で返却する場合は、緩衝剤を入れて梱包し「ワレモノ注意」で発送します。送料はご負担 

ください。 

 

【 ＤＶＤを上手に活用する方法 】 

〇 まずは、研修担当の皆さんが一度視聴されることをお勧めします。「これは、良い！」と確認の 

  上研修を企画していただきたいと思います。ぜひ、テーマも絞って視聴してください。 

〇 研修は、講師を招いて開催するものと考えがちですが、参加人数や予算の関係など、難しい場 

合もあります。そんな時、ＤＶＤによる研修も考えてみてはいかがでしょうか。工夫しだいで 

は、研修効果を上げることができます。 

    ただし、ＤＶＤを庁内ＬＡＮで一定期間閲覧させるような使用はできません。 

 

① 組織内研修（新規採用職員のカリキュラムや人権教育）の時間などに利用する。また、職場内 

   での会議で利用するなど。 

② 庁内で問題が発生した場合にすぐに啓発事業をしたいが、研修費用がない時など。 

（例：倫理関係のＤＶＤで啓発を促す） 

③ 職員採用試験の面接官の事前打合せ時に利用する。 

（例：質問の仕方や注意することなど、目線合わせに活用する） 
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施設及びアクセス 
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●交通機関     
 

大野城市コミュニティバス「まどか号」の運行（表示：③大城ルート） 
 

◇行き 

 

 ＪＲ大野城駅 西鉄白木原駅 総合公園入口 自治研修センター 

５便 ８：００ 停車しません ８：１８ 停車しません 

６便 ８：２５ 停車しません ８：４３ ８：４５ 

７便 ８：５５ ８：５６ ９：１４ ９：１６ 

 

※５便は、バス停「総合公園入口」で下車。 

 

◇帰り 

 

 総合公園入口 自治研修センター 西鉄白木原駅 ＪＲ大野城駅 

１９便 １６：４９ 停車しません １７：１３ １７：１８ 

２０便 １７：１９ １７：２１ １７：４５ １７：５０ 

 

※ 総合公園入口から研修所までは徒歩で７分程度です。 

※ この時刻表は、令和５年４月２９日現在のものです。最新の時刻表及び上記以外の

「まどか号」時刻表は、大野城市ホームページでご確認ください。 

 

最寄り駅からの所要時間 

ＪＲ大野城駅（東口）から・・・徒歩で約４０分、タクシーで約１２分  
西鉄白木原駅から・・・・・・・徒歩で約３０分、タクシーで約１０分 

 
 

九州自動車道をご利用の場合 
 

◇太宰府インターから約１０分 

九州自動車道、太宰府インター料金所を出てすぐ、最右側の車線に入り、大野城方面へ。

国道３号に出たら、５０ｍ先の「御笠川６丁目」交差点を右折、そのまま進み、「大城３丁

目」交差点を右折して、九州自動車道下のトンネルを通り抜けてさらに直進すると「研修

所」です。 

 
 

福岡都市高速道路をご利用の場合（福岡方面から） 
 

◇大野城出口から約１５分 

福岡都市高速道路の「大野城出口」を降りて、国道３号を下り、約２．５ｋｍ先の交差

点「御笠川６丁目交差点」を左折すると便利です。  
 
 

-89-



研修の心得 

 

☆研修生の皆様へ☆ 

〔受講前〕 

●受講が決定した研修は、必ず業務予定に入れ、業務の調整や体調管理に 

留意し、研修に集中できる環境を整えてください。 

●研修カリキュラムを確認し、「研修で何を習得するか」など目的意識を

持ち、必要に応じて事前学習や事前課題等の準備をしましょう。 

●宿泊する際は、研修所での生活も研修の一環となります。節度をもって

過ごしましょう。 

〔受講後〕 

 ●研修の成果を職場で活用できるよう、自己啓発・自己研鑽に努めまし

ょう。 

 

★所属長の皆様へ★ 

  ●職員が研修によって不在となる期間の対策を十分考慮し、スムーズに研

修に参加できるよう配慮してください。 

●受講前に研修の目的や所属長としての期待などを伝え、意欲をもって研 

修に参加するよう指導してください。 

●「研修は人材育成であり、人材育成は職務である」ことを意識して、職員 

がスキルアップできるよう取り組んでください。 

●職員が研修で習得した知識や情報について、職場で話し合う機会を設け

るなど、その活用に努めてください。 

 

◎研修ご担当の皆様へ 

  職員の研修参加にあたって、上記の事項を「研修生」や「所属長」に周知していただき、より一層

研修の成果が向上するようご活用ください。 
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